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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成３０年第５回美幌町議会定例会、第

２日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１１番橋本博之さん、１２

番中嶋すみ江さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 〔登壇〕 一般

質問をさせていただきます。 

大きい項目の一つ目として、公有財産の

管理について。 

既存の公有施設の維持補修と解体撤去に

ついて。 

使用されていない公有施設はどれほどあ

るのか、その件数と面積をお示しくださ

い。 

また、今後の解体、撤去の考え方と費用

をお示しください。 

二つ目、指定管理者（峠の湯）に運営し

てもらっている公共用建物の維持補修の考

え方と予想される費用額をお示しくださ

い。 

三つ目、貸し付けしている（旧東保育

所）施設の補修、修繕の考え方をお示しく

ださい。 

大きい項目の二つ目であります。 

屋内多目的運動場について。 

施設設備と安全管理体制について。 

一つ目、建築後の施設の安全管理体制に

ついて、他の室内運動施設の安全管理等も

含めて考え方を示してください。 

二つ目、基本設計におけるエレベーター

の必要性とその設置費用及び維持費をお示

しください。 

また、他の設備や対応方法の検討経過を

お示しください。 

大きい項目の三つ目です。 

ドッグランの造成について。 

せせらぎ公園内にドッグランを整備する

考えはないか、お示しください。 

以上、大きい項目３点についてお聞きい

たします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 吉住議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

二つ目の屋内多目的運動場については、

後ほど教育委員会から答弁をさせていただ

きたいと思います。 
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初めに、公有財産の管理について。 

既存の公有施設の維持補修と解体撤去に

ついてでありますが、１点目の使用されて

いない公有施設はどれほどあるのかであり

ますが、用途廃止をし、普通財産として管

理している施設のうち、全く使用されてい

ない施設につきましては、１７棟で総床面

積は約２,６７８平米となっております。 

今後の解体及び費用につきましては、現

在、解体等に係る計画がありませんので、

現在進めております役場庁舎改築にあわ

せ、新たに空き施設が発生することも予想

されることから、早ければ平成３１年度を

目途に計画策定を進めてまいりたいと考え

ておりますので御理解をお願いいたしたい

と思います。 

２点目の峠の湯の維持補修に関する御質

問でありますが、施設の管理を指定管理者

が行っている峠の湯びほろにおいては、１

件１０万円を超える修繕料は町が負担する

ことを基本としており、施設の老朽化に伴

い、維持補修的な修繕料は毎年約１,０００

万円に及んでいるため、今後においても、

施設や設備の日常の点検をしっかりと行い

ながら予防保全に努め、長寿命化並びに修

繕費用の軽減を図ってまいります。 

また、事業費が２億２,０００万円から４

億５,０００万円とされる大規模改修につい

ては、現状では、直ちに着手しなければな

らない状況ではありませんが、大規模改修

を含めた、峠の湯そのもののあり方につい

て、平成３３年度までの指定管理期間の早

い段階で、方向づけをしてまいりたいと考

えております。 

３点目の旧東保育所の補修・修繕に関す

る御質問でありますが、旧東保育所につき

ましては、平成１７年１２月にゼロ歳から

２歳の乳幼児を中心とした保育事業を行う

団体や民間保育事業者に貸し付けすること

として貸与希望を募り、応募のありました

ＮＰＯ法人ひまわり保育園に敷地を含めて

無償で貸し付けを行っているものでありま

す。 

建物の維持補修につきましては、使用貸

借契約に基づき、建物の状況及び今後のゼ

ロ歳から２歳児の保育ニーズを含めて、ひ

まわり保育園と協議させていただきたいと

考えておりますので御理解をお願いいたし

たいと思います。 

次に、ドッグランの造成について。 

せせらぎ公園内にドッグランを造成する

考えについてでありますが、せせらぎ公園

は、河川法に基づき北海道から占用の許可

を受けている公園であり、これまで多くの

住民ボランティア団体や近隣自治会による

清掃や植栽などの美化活動を通じて、住民

の憩いの場として整備されてきたところで

あります。 

特に、青山北から美富まで魚無川の両側

を南北に長く園路が整備されていることか

ら、多くの町民の方々が散歩コースとして

も利用されている公園であります。 

また、公園内には、大雨や洪水時に下流

の水害を総体的に軽減することを目的とし

た遊水池が２カ所設置されているなど、防

災、減災の観点からも重要な役割を担って

いる公園でもあります。 

御質問のせせらぎ公園内にドッグランを

造成する考えについてでありますが、北海

道との維持管理等に関する協定では、治水

施設と一体的に管理する場合を除き、美幌

町が良好な水辺空間の保全のため維持管理

を行うこととなっており、現状では、一定

の役割と制約が伴うせせらぎ公園内にドッ

グランを造成することは、整備場所と管理

運営体制を含めて難しい状況にありますの

で、御理解をお願いいたしたいと思いま

す。 

以上、御答弁させていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 吉住

議員の御質問に答弁いたします。 
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屋内多目的運動場について、御質問の施

設の安全管理体制についてですが、現在、

室内運動施設においては、スポーツセンタ

ー、トレーニングセンター、あさひ体育セ

ンター、Ｂ＆Ｇ海洋センタープールなどが

あり、利用者は一度必ず窓口に立ち寄り、

施設職員や監視員による利用者への使用上

の注意徹底を図るとともに、施設設備の日

常点検の実施など、利用者の安全確保に努

めています。 

曜日や時間によっては、施設の窓口職員

が１名体制になる場合がありますが、団体

利用により監督者、保護者が相互に利用の

安全を確認しながら、利用していただいて

いるところであります。 

屋内多目的運動場の整備後の管理体制に

つきましては、施設の利用形態に応じて、

既存施設との一体管理を含め、管理員の配

置や監視カメラの設置など安全管理を第一

に、今後十分検討してまいりたいと考えて

おります。 

次に、エレベーター設置の必要性につい

てですが、ユニバーサルデザインの観点か

ら、公共施設においては幼児から高齢者、

障がいの有無にかかわらず、誰もが安全に

安心して利用が可能な施設の整備を進める

こととしております。 

特に、高齢化社会が進展する中で、冬期

間には安全で快適に歩いたり、体を動かせ

る環境が限られてしまうため、膝や腰に不

安を抱えている方でも、年中利用できる２

階のウォーキングスペースまでエレベータ

ーで上がることができ、緊急時の救急搬送

などにもエレベーターの使用が有効である

ことから、設置が望ましいと考えておりま

す。 

設置にかかる費用につきましては、概算

で１,６００万円程度で、維持管理に係る経

費につきましては、契約の内容により異な

りますが、保守管理で年間２６万円程度と

試算しております。 

エレベーター以外の他の設備や方法の検

討についてですが、スロープや車椅子昇降

機などを検討いたしましたが、昇降機を階

段横に設置することで、階段幅のスペース

が拡幅することや、車椅子に限定され、利

用するには補助者も必要となります。 

また、スロープにあっては、新たにスロ

ープ設置に必要な面積と長い距離が必要で

あることから、費用、面積、利便性などを

総合的に判断し、設計の段階でエレベータ

ーを選択したところであります。 

今後、具体的な実施設計の中で、設備、

費用も含め、安全性、利便性、経済性に配

慮した施設の整備を十分検討してまいりた

いと存じますので、御理解を賜りますよう

お願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 再質問を１項目

めからさせていただきます。 

２９年３月付けのこういう計画書を議会

のほうにもいただいているところでありま

す。 

この計画書は、美幌町公共施設等総合管

理計画という簿冊ですけれども、その中の

１０ページ、中期的な経費の見込みという

ことで書いている内容を、改めて私の口か

ら読み上げたいと存じます。 

その中の表で、２０１７年から２０２６

年までの間、１０年間に１３７億５,９１７

万３,０００円。気の遠い話ですけども、２

０２７年から２０３６年には、１０年間で

１０２億６,９６７万４,０００円と、この

内容を見ていった場合に、もちろん耐用年

数のきたものを再更新する条件が付されて

います。中には解体撤去も費用に含めた、

それで、まとめの言葉として、このほかに

インフラ整備等も含めたら、年間平均で４

７億円かかるという簿冊をいただいていま

す。年間４７億円です。 

そこで、実は、まち場の空き家対策とい
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うことで、新しい組織をつくって検討して

いかなくてはいけないということがある中

で、公共施設においても、まだ、対応をし

きれていないものが存在するのだろうなと

思っているところであります。 

そういう中で、この書かれている内容

で、いま一度具体的に申し上げますと、２

０１７年（平成２９年）から２０２６年

（平成３８年）学校教育系施設で５億７,３

０４万２,０００円。１０年間でです。 

そこで、これは教育関係者の、今は一般

財産になっているかもしれませんが、例え

ば、旧報徳小学校、田中小学校、福住小学

校にも、今は一般財産ですからそう呼ばな

いと思うのですけども、教職員住宅等と

か、誰が見ても人が住んでいない、あえて

言えば、物置程度には利用しているかもし

れませんが、閉校してからしばらくたって

いると思うのです。 

そこで、速やかに、その対応という意味

では、この計画は２９年から始まっている

わけですから、まち場の空き家対策という

ことで、真剣に取り組むことも大事なこと

ですけれども、公共施設内においても、あ

えて言えば、更新時期は当然過ぎて、判断

の中では利用度のほとんどないものに対し

て、速やかな方針を打ち出すべきではない

かと思っているところであります。 

そういう意味では、２９年から始まって

いるこの計画でありますが、部内を含め

て、どういうことを、答弁書は３１年度ま

で、年度という言葉は恐ろしいです。年度

という言葉を使えば、細かく言えば３１年

４月１日から３２年３月３１日までを３１

年度と言うと思うのです。 

もう少しスピードを上げて対応、対処を

考えていただけないものか。 

この簿冊は、人口が減るという推計のも

とで出だしが書かれています。人口が減る

ということをさらに予測すれば、美幌町の

税収も減っていく、今、体力のあるうちに

対応をとれるものであれば、判断を下し

て、速やかな処置をすべきだと思っている

ところですが、町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁でも

させていただきましたけれども、役場庁舎

に合わせて、新たに空き施設が発生するこ

とも予想されるということで、早ければで

すけれども、３１年度を目途に計画策定を

進めてまいりたいという考えでございます

ので、御理解をいただきたいとそのように

思っております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） この計画書は２

９年３月、あえて言えば、１年と約３カ月

もたっているのです。 

あえて今、町長に再度答弁いただきまし

たけれども、もう少しスピード感があって

よろしいのではないのですか。 

これはもう一回言いますよ。 

２９年３月にお示ししていただいている

のです。きょうまでの時間を見たら、約１

年３カ月、もったいない時間を過ごされて

いませんか。 

そこだけ言って、とりあえずは、大きい

項目の中の一つということで、二つ目、次

に移らせていただきます。 

峠の湯、指定管理者で３３年度までで

す。これも、相手があることですから、言

葉は間違いではないと思うのですが、気持

ちとして受けとめてください。言葉という

のはすっと抜けていくもので。 

３３年度は、ちょうど指定管理者が終わ

るときです。でも、意欲があって、設備投

資も、それは指定管理者がですが、という

ことも考えてあげたら、少なからず２年前

とか、美幌町として公共施設を運営しても

らっているわけですから、判断の時期を、

それから毎年１,０００万円の修理代がかか

っていると思いますが、その判断の中で

は、町民によっては、やめるのであればそ

の修理代も余りかけない方がいいのではな
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いかという意見の町民の方も多くいらっし

ゃいますが、私も、民間においては、会社

運営の一端を担っている身でありますけど

も、そういう意味では、最後の最後まで経

営はしていかなくてはいけないと思ってい

るところですけども、そういう意味で、こ

の１,０００万円も含めて、少なからず答弁

いただいたものに対しての考え方を改めて

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまのお

尋ねでございますが、まず一つ目の、平成

３３年度まで指定管理期間があるけれど

も、早くても２年前までに判断の基準、時

期を示してはどうかということでございま

すが、議員おっしゃるように、こちらにつ

きましては、ことしから３３年度までの４

年間の指定管理期間でありますが、当然、

全うする前でなく、早い段階で判断をして

いきたい、そのように考えているところで

ございます。 

また、このことに伴って、修繕料、年間

約１,０００万円程度、維持補修に要する費

用がかかっておりますが、これらを含めた

中で検討していきたいと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 経営において、

私の思っている話をさせていただきたいの

ですけども、私はこう思うのです。 

商い、例えば、閉店するという位置づ

け、期間が想定されても、私は、その日が

来るまで電気をつけ、利用に耐え得る対応

をとっていかなくてはいけないと思ってい

るところで、もう１カ月後にやめるから品

物も用意しない、電球が切れても明かり一

つ、オーバーに言うと一つ一つ消えていっ

ても構わないというのは、私は利用者に対

して失礼なことだと思っているもので、そ

ういう意味では、いま一度、経済部長、そ

こら辺の考え方をお教え願いたいと存じま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまのお

尋ねでございますが、確かに施設は非常に

老朽化していることから、突発的に急を要

する修繕箇所が増加している状況にありま

す。例えば、冬期間に暖房器具が故障した

場合、当然そのままでは利用できる状況で

はなく、場合によっては施設の営業休止に

及ぶこともあります。こういった場合に

は、利用者ニーズにこたえることができな

くなることはおろか、休業補償につなが

り、結果的に大きな費用負担につながると

いうようなことがあります。 

この対策としましては、議会の皆様の御

理解をいただき、急を要する修繕料とし

て、常時一定額の予算措置をさせていただ

いて、利用者に大きく不便をかけることな

く、利用をいただけるよう、万全の対策を

とらせていただくよう努めさせていただい

ているところでございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、閉店という言

葉が出ましたけども、決して我々は、峠の

湯そのもののあり方について検討する中

で、やめてしまうとか、そういうことを基

本的に考えているわけではございませんの

で、その点については御理解をいただきた

いと、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 町長。私は勘違

いをしているつもりもありません。 

継続するなら継続するという判断を含め

て、しっかり言ってあげることが肝要では

ないかという思いでいますので、その点

も、逆に御理解いただきたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、指定管理がス

タートしたばかりで、やめるとかやめない

という話ではなくて、我々としては、やは

り継続的にやっていただきたいという思い
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が強いので、そういった意味で、やはりや

めるとか、それを、今指定管理をしたばか

りの人に、そういうことを言い得るという

ことではないと私は思っております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 総務常任委員会

で各部署から説明をしたいということも含

めて、町長の言葉はそのとおりだと、今改

めてこの場でお聞きしましたが、部局を通

して、それも視野に入れてという言葉は使

われているものだと思っています。 

私も、ただここは議論ということではな

くて、むしろそういうことの絡みがあるの

なら、継続するも、できないことも、早い

段階のほうがよろしいのではないかという

持論を展開させていただいているところで

す。 

私自身があえて、やめてしまえと言うつ

もりは今の段階では思っていませんし、そ

この点、お互いにきちんとした理由づけを

して、組み立てをしてやっていったほうが

よろしいのではないかという思いでいま

す。 

次に、旧東保育所のことについてお聞か

せ願いたいと思いますが、実は、今質問し

ている時期は６月定例会の私の一般質問の

時間であります。 

３月だったと思いますが、床が抜けそう

だ、今の使用にというのは、あそこは、実

は答弁書にもありますが、ひまわり保育園

という子供さんを預かっている場所であり

ます。その中で、とりあえず危険性はどの

程度なのかということで、３月のときに最

低限現場確認をしますという御答弁もなか

ったものですから、気になっていたところ

であります。どういう観点で危険なのか、

危険度を少なくとも３月の時点で、確認し

ておくべきだろうという思いでいました。 

それで具体的に、今回私なりに、一般質

問をするに当たって、公の施設ではなく

て、民間のこともリサーチさせていただき

ました。 

家賃というのでしょうか。たとえ０円で

あっても、貸すに当たって最低限の利用に

耐え得る提供をするのは貸し主の責任もあ

るよというのが、民間の貸家業の今までの

法的争いも含めて、責任を言われていると

ころらしいです。 

そういう意味では、まず、この部分に関

して１点目、３月以降、現場において、安

全確認ということをもとにして現場に行か

れた経緯があるのか、お聞かせ願いたいと

存じます。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいまの現

場の確認ということでございますけれど

も、３月以降、今月に一応現地の方を確認

させていただいております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 確認したという

のは、今答弁で確認させていただきまし

た。 

では、使用に耐え得る建物の状況という

意味で、程度はどのように判断していると

ころでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 目視で確認は

させていただいておりますが、応急に補修

をするという必要性、箇所はありませんで

したけれども、老朽化している施設であり

ますので、そういう部分については、今

後、貸し付けしているひまわり保育園と協

議をしながら進めたいというふうに考えて

おります。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 建物を借りると

き、いろんな契約行為というのでしょう

か、貸す借りるということであると思いま

すが、美幌町子ども・子育て支援事業計

画、１９ページ、これも民生部児童支援グ

ループが編集し発行したものであります。 
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もう一度言います。美幌町子ども・子育

て支援事業計画。２７年度から平成３１年

度、今平成３０年度でありますが、この１

９ページを見ますと、３号認定（０歳児、

認可外保育施設・認定こども園・地域型保

育）ということで、平成３０年度の確保の

方策ということで、必要利用定員総数１０

名中、認可外保育施設１０名ということを

うたわれているところであります。 

そしてまた、３号認定（１・２歳児、保

育所・認定子ども園・特例保育）というこ

とで、必要利用定員総数、平成３０年度８

０人、８０人中確保の内容ということで、

認可外保育施設３８名です。 

行政のほうも視野に入れて、この支援策

を計画しているところであります。そうい

う意味では、美幌町の政策、施策の中で、

子育て支援という範疇からいっても、重要

な事業を展開している場所だと私は認識が

ありますので、そこら辺も加味して答弁書

にも書いてありますが、十分、書いている

方々と相談の上、対応を望むものでありま

すが、対応すると書いてありますから、そ

のとおりなのですけど、再確認をしておき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいまお話

がありましたとおり、町が実施していない

低年齢児保育事業のために無償で貸し付け

している施設でございますので、この分に

つきましては、施設の老朽化もあります

が、その内容等を踏まえまして、ひまわり

保育園と協議をして対応してまいりたいと

考えておりますので、御理解願いたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 議会には、総務

常任委員会がございます。そういう意味

で、子育て支援というのは重要な要素であ

り、あえて言えば、提言も含めてさせてい

ただいているところでありますので、今の

部長の答弁のように、しっかりと打ち合わ

せのもとで対応をとっていただきたい。 

次に、大きい項目の二つ目です。 

教育長から答弁がございましたが、実

は、今回質問させてもらった発端を申し述

べたいと思います。 

基本計画ができ上がって、所管の委員会

においても説明がありました。 

ただ、今回、予算という意味では、本設

計の部分はまだ出ているところではありま

せんが、この基本設計をつくるに当たっ

て、議論を深めるために見ていただく、議

論展開の上で見ていただくものがなかった

ら会話は成り立ちません。議論展開もなか

なか難しいということで、基本設計を議会

がお認めしたところでありますし、現に基

本設計という形でこういう内容ですよとい

う、先ほど言った説明は受けました。 

ただ、そのあとの議論はいつしたらいい

のかという意味で、私個人はお待ちしてい

ましたが、議論の場がないような思いがあ

りましたので、私の持ち得る権利という意

味で、きょう、一般質問ということで、一

例として、具体的にお聞かせ願いたいと思

うところであります。これが発端です。 

それで、基本設計の前からこの施設に

は、施設内に人は配置しないということを

述べられた上で基本設計が始まっています

が、内容によって、利用者の角度から見た

ときに、本当にいなくていいのかと疑問に

も思うところであります。 

答弁の中では、言葉的には監視体制と

か、いろんな文明の機器を使って対応をと

っていくと言っています。だから、私は今

回、他の運動施設はどうやって管理してい

るのですかということも含めて、お聞かせ

願いたいのですが、本当に、まだ本設計も

していない中でありますが、その方針は永

遠に変わらないのですか。 

そこをまず確認させてください。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 屋内多目的運
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動場の管理体制の御質問でございますが、

答弁書のほうでも答弁させていただいてお

りますが、管理員の配置ですとか、監視カ

メラの設置など、安全管理を第一に考えま

して、今後、実施設計を進める中で検討し

てまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございますので、御理解をお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 基本設計をする

前から置かないということを私は強く求め

ているわけではないです。当初、基本設計

を認めてもらうときに当たっての方針と違

うのではないですか。僕は今、誤解される

と困りますけど、置くなと言っているので

はないのです。 

今、部長の答弁をお聞きしますと、実施

設計の中で管理員の配置、監視カメラとも

書いてありますが、検討していくというこ

とで、私は、当然、監視員の配置というお

言葉が答弁書で抜けているものだと思って

いるのです。 

言葉だけ捉えて申しわけないですが、基

本的には置かないということから始まった

ことです。でも、だから私は、それを強く

望むのではなくて、やってみないとわから

ないということだったら、今、本設計をな

さる前に、しっかり方針を議会と確認して

本設計に向かわれたらいかがでしょうか。 

というのは、設計なさるにしても、ま

ず、どういう方針かということを知らなか

ったら、書きようがないと思うのです。 

まず一つ、これはいろんな施設の設計に

おいても同じことを言っているつもりであ

りますし、急に降って湧いたような言葉を

言っているつもりも私自身はありません。

だから、出だしこの質問をするときに、基

本設計の説明は受けましたけど、議論をさ

せてくれないのですか、という思いに駆ら

れているということは念頭に置いてくださ

い。 

そこで、それはそれとして、今度、ユニ

バーサルデザインということで、エレベー

ターの配置、私なりに調べさせていただき

ました。ユニバーサルを決して否定するも

のではありませんが、国の法令、道の条例

出させていただきました。 

この基本設計のまだこの段階であります

けども、床面積が２,０００平米を超えてい

ません。まず一つ、これは確認しておきた

いと思います。特別特定建築物について議

論していまいりたいと思いますけれども、

今言った、２,０００平米以上には、努力し

なさいよ、いやいや努力以上に義務だよと

いう約束事が書かれています。 

多くは、２,０００平米を超えるものに対

しての対応の仕方という意味では、先ほど

言った、努力しなさいよという基準と、義

務化されているものがある中で、今答弁で

スロープが急になるというようなニュアン

スの答弁がありましたが、そしたら、この

基準をどの数字を使って、急になるという

ふうにうたわれているのでしょうか。どの

基準を指して、まず、２,０００平米という

認識があるのか、そして基準をお教え願い

たいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） エレベーターの

設置のことであります。 

今、議員は、ある意味でいけば、バリア

フリー法というか、設置するための基準等

をお話していただいております。私どもと

しては、まずそれ以上に基本的なことを、

町長と確認をさせていただいております。 

それはなぜかというと、基本は、これか

らの公共施設をつくっていく場合に、やは

り高齢者とか障がい者など、などと言うと

またどういう幅だと言われるのですけど

も、例えば、乳幼児とか、このごろは外国

の方もふえてきています。そういう方に、

やはりきちんと配慮をした施設をつくるべ

きということを基本とすべきだという話で

進めてきております。 
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ですから、本来ならば、例えば、２,００

０平米という認識はあります。２,０００平

米を超えれば設置しなければいけない。こ

れは、法的な必置だから当然の話です。 

それ以前として、これから施設をつくる

場合には、要は、全ての人に使いやすい施

設ということを考えれば、私はこの中で、

構造的に２階があるという場合において

は、エレベーターを設置することが望まし

いという一つの判断を皆さんとしました。

皆さんということは、この協議をしてくる

中においては、かかわっていただいた委員

の人たちと確認をして、そういう考えをし

ました。 

ですから、エレベーターは何でという話

になったとき、今回の御質問でありますけ

ど、他のいろいろなもの、言うならば昇降

機とか、それからスロープという話はあり

ました。その中で、やはりこれが１番ベス

トだろうという一つの整理でありますの

で、その辺で法律がどうかという考えでは

なくて、基本的にこれからの公共施設をつ

くる場合は、何が根本だということを理解

をいただきたいということで、御理解をよ

ろしくお願いいたします。 

（「勾配の基準を聞いたつもりだけど、

何か承知していますか」と言う者あり） 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） それぞれ昇降機

をつけたり、スロープをつけたりする場合

についても、調べさせていただいて、一定

の効果の考え方を示されております。 

ですから、当然、スロープをつけるので

あれば、バリアフリー法でいう勾配を１２

分の１にしなさいとか、それから道の部分

においては、例えば、途中でスロープにし

た場合は、平たんな部分をこれだけつくり

なさいという規定はないのですけれど、基

本的には規制がきちんとあるということ

は、当然、全部理解しているつもりでござ

います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 世の中にはやは

り手順が必要だと思うのです。今言った、

特別特定建築物においては、各自治体の条

例を定めて、もっともっと基準を規定して

いいよとまでうたわれているのです。  

そういう意味だったら、今、教育長とい

うお立場でお答えになりましたけど、美幌

町には、今回の多目的運動場ばかりではな

くて、いろんな施設がうたわれています。

体育館だとか、庁舎だとか、消防庁舎と

か、福祉施設とか、該当する施設名がたく

さんうたわれているのです。それならいっ

そのこと、手順を踏まれたらよかったと意

見を申し上げておきます。 

ただ、私は、最初にお聞きした、管理人

という言い方がいいか、もし、そういう方

がいらっしゃるなら、お手伝いをすること

によって対応できるのではないかという思

いもあるのです。置かないと最初に言った

話として、再確認できたら私も理解できる

ところなのです。 

それから、諸状況を申しあげます。 

あの多目的運動場ができる場所は、目の

前に、スポーツセンターという全面床張り

体育館があります。 

今回、美幌町屋内多目的運動場建設基本

計画業務委託、基本設計説明書、説明を受

けたうちの書類ですから、あえてこの名前

を出させていただきますけど、案というこ

とで見させていただいております。 

目の前に全面床張りの場所もありなが

ら、そして受付も、多目的を利用する人

は、一旦スポーツセンターの横で受け付け

をしなさいと考えているのです。皆さんの

説明の中では。 

今回つくるのは、高さからいったら４メ

ートル上、雑駁な言い方ですが、幅もない

ところで、そして、横を見たら吹き抜けと

いうのでしょうか、幅もそれほど広くなく

て、偏ったらもしかしたら落下する、それ

の防止策も考えられるのでしょうけども、



 

－ 62 － 

目の前が４メートル下も見える、見えると

いうよりも幅のないところで運動して、ち

ょっと間違ったら、それの対応をとると言

えば言葉的にはわかるのですが、そういう

危険性の中で御利用いただくというのは適

当なのか。 

それからもう１点、もし、車椅子等で２

階にあるのはボルダリングウォールでその

運動施設は、両手と両足を使って登る施設

であります。あえて言うならば、あとの２

階の部分は、機能としては壁際に出ている

周囲しかないのです。 

それであれば、安全も考えたら、目の前

にスポーツセンター、全面が使えるものが

目の前にあって、わざわざ２階の幅のない

吹き抜けのところで運動してもらうのが、

それはあえて言えば、障がい者を否定して

いるのではなくて、安全を保つという趣旨

からいってそういう思いもあります。 

また、ランニングコースですけども、ま

っ平らだからいいというものではないと思

うのです。わざわざ運動選手は心肺機能を

高めるために、アップダウンで練習してい

るらしいです。まっ平らなのがランニング

コースかといったらそうでもないというこ

とも、運動選手たちの思いであります。 

そういうことを含めて、本設計の入る前

に、いま一度、議会としっかり打ち合わせ

する必要があるのではないかと思っている

ところであります。 

時間がありませんので一方的に、お話さ

せてもらいますが、人も配置するとなれば

またいろんな考え方ができるのです。 

そこで、まだ、多目的運動場が着手もな

されていない中ですけども、既存のスポー

ツセンターで、過去を含めて利用された人

数なり、回数なり、掌握しているものがあ

れば、ただ、私が聞いている数字というの

は、特別にある団体の大会だということ

で、当番で美幌で実施したというのは抜い

て、日々どれだけの利用度がスポーツセン

ターで、バリアフリーという観点から言え

ば、体育館全面床張りのところでさえ、ど

んな利用度があるのか、承知しているもの

があればお示ししていただきたいと存じま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 利用度について

は、今担当のほうからお話をさせていただ

きますが、その前段で、私のほうからも少

しお話をさせていただきたいというふうに

思います。 

最初に、人を配置しないという意味は、

絶対に置かないということよりも、やはり

維持管理費を軽減する方法は何かないだろ

うかという話の中で、いろいろなことを考

えた中で、使うのは自由に出入りして使う

施設とは違って、答弁書にも書いておりま

すけども、ある程度、団体との関係の中で

使っていただく施設だということで、近く

にトレーニングセンター、スポーツセンタ

ーがあるということで、一体管理の中でき

ちんと対応できないかという意味で、人を

配置しないでやりたいという考えを話させ

ていただきました。 

そして、車椅子とかいろいろ利用される

場合は、それは当然、人がいなければ大変

だと思います。ですから、管理人が、それ

も全部対応ではなくて、言うならば、お金

のかからない方法でいろんなことができる

ということを、今いろいろな形で議会のほ

うからも意見いただきました。安全性は大

丈夫かと。 

ですから、今議員からもそういう意見を

いただいた中で、答弁書に書いたとおり、

ただ、これしかないよということではなく

て、いろいろなことを今後協議していきた

いというふうにお話をしたいと思います。 

基本的には、やはり維持管理にかかる費

用を軽減して、皆さんの負担を少なくした

いという思いでありますので、それを、御

理解いただきたいというふうに思います。 

具体的な利用状況は担当からお話しさせ

ていただきます。 
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○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） スポーツセン

ター、トレーニングセンターの障がい者の

方の利用の状況でございますが、スポーツ

センターにつきましては平成５年度に障が

い者用スロープ、それから自動ドアを設置

しております。それとあわせまして、多目

的トイレの改修工事を行いまして、車椅子

の方、それから障がい者の方も利用できる

ようにしているところでございます。 

スポーツセンターのアリーナの観覧席、

それからトレーニングセンターの２階につ

いては、そのような方が利用できるような

設備となっておりませんので、そういった

車椅子の方ですとか、障がい者の利用は多

くはない状況であります。 

具体的な数字については、確認をしてお

りませんので申し上げられませんが、状況

としては多くない状況でございます。 

あと、トレーニングセンターでございま

すが、車椅子マラソンの久保恒造選手が、

年に数十回程度トレーニングルームの１階

でウエイトトレーニングで利用をされてい

るということでございます。 

○議長（大原 昇君） これで、１０番吉

住博幸さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時１５分といたします。 

午前１１時 １分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 〔登壇〕 私は、

人事政策とグループ制度の見直しの２項目

について、質問させていただきたいと思い

ます。 

人事政策の１点目、女性職員の管理職登

用等の状況でございます。 

平成２８年６月に女性職員採用と管理職

等への登用、女性のキャリアデザインにつ

いて質問させていただきましたが、約２年

経過し、女性職員の採用状況と管理職登用

率１５％の目標達成に向け、具体的にどの

ように取り組まれているのかお伺いいたし

ます。 

また、オホーツク管内における過去１０

年ほどの女性職員の採用状況及び管理職等

登用状況と比べて、美幌町はどの位置にあ

るのかお尋ねいたします。 

人事政策の２点目でございますが、人事

評価制度の実施状況についてであります。 

平成２６年４月に人事評価制度を導入さ

れていますが、実施状況及び評価結果か

ら、職員の能力開発、効果的な人材育成が

どの程度進んでいるのかお伺いいたしま

す。 

２項目め、グループ制度の見直しについ

てであります。 

導入目的は達成されているか、町民の声

はどうかについてであります。 

平成２８年６月にグループ制導入後の評

価と今後の見直しを質問させていただきま

した。制度の優位性が発揮されていないこ

ともあり、効果があらわれる体制を研究し

たいと答弁されました。 

ここ５年ほどで部長職権限による職員配

置がえの実施状況、グループ制度に関し

て、職員の声や町民の声をどの程度聞かれ

ているのかをお伺いいたします。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 上杉議

員の質問にお答えをしたいと思います。 

初めに、人事政策について、女性職員の

管理職登用等の状況についてであります

が、職員採用に当たっては、職務に応じた

能力と役割、適性を保持しているか、慎重

に審査の上採用の可否を決定しています。 

行政施策を推進する上で、女性職員の参

画は不可欠でありますが、山積する行政課

題に迅速かつ的確に対応していくために
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も、引き続き能力や適性を重視した職員採

用を行ってまいります。 

なお、町村職員採用試験の受験者が減少

傾向にあることから、昨年１２月には美幌

高校を訪問し、生徒の皆様に町職員として

働くことの意義、まちづくりにかかわる魅

力を説明するなど、将来の美幌町を支える

優秀な人材確保にも努めているところであ

ります。 

次に、女性職員の管理職登用率の目標値

１５％達成に向けた取り組みですが、管理

職には政策形成能力、マネジメント能力を

はじめ、さまざまな能力が求められます。

このため、管理職の登用に当たっては、女

性職員も含めて、その任にふさわしい資質

と能力を備えた人材を登用しておりますの

で、御理解をいただきたいと存じます。 

なお、北海道市町村職員研修センターが

主催する女性職員キャリアビジョン研修へ

の参加を呼びかけるなど、女性職員が活躍

する職場づくりを進めてまいりたいと考え

ているところであります。 

お尋ねのオホーツク管内における本町の

状況でありますが、平成２８年度における

女性職員の採用割合は、管内で最も高い５

２.４％となっております。一般行政職に加

え、保育士及び看護師を採用したことが要

因ですが、一般行政職におきましても女性

職員の割合は比較的高い位置にあるものと

考えております。 

また、管理職の登用状況につきまして

は、平成１９年度が８.９％、管内５位、平

成２９年度が８.５％、管内４位と上位に位

置していますが、一般行政職に限ると管内

平均と同水準にあります。 

女性職員が能力を十分に発揮し活躍する

ことは、組織全体を活性化させ、住民福祉

の増進と行政サービスの向上にもつながり

ます。幅広い視野を持ち、社会情勢の変化

にも柔軟に対応できる人材、意欲を持って

まちづくりに参画する人材の確保と育成に

努めてまいりますので、御理解をいただき

たいと存じます。 

次に、人事政策について。 

人事評価制度の実施状況についてであり

ますが、人事評価制度は、目標管理の手法

を用いて、組織として職員一人一人の職務

遂行能力とその取り組み姿勢を評価する行

為であり、個人の能力開発と組織力の向上

を目的としております。 

本町におきましては、業務目標の難易

度、達成度に基づき、評価する業績評価

と、評価期間内に発揮された能力や職務へ

の取り組み姿勢、態度を評価する能力評価

の二本立てからなる目標管理型の人事評価

を平成２６年４月に導入したところであり

ます。 

人事評価の基本的な考え方は、職員の職

務活動の事実を見て組織マネジメントのレ

ベルを把握し、高めていくことにあります

が、その運用を誤ると、単に評価し、その

結果を人事や給与に反映させるための道具

にもなり得ることから、組織全体の共通理

解と信頼関係の構築が必要となります。 

人事評価の結果につきましては、研修な

どの能力開発への活用のほか、昇任昇格な

ど人事配置への活用、給与（昇給や勤勉手

当）への反映を行うこととなりますが、評

価の客観性と公平性の確保、評価結果に対

する納得性、透明性を高めた上で実施しな

ければ、組織として期待される効果を上げ

ることは困難であります。 

このため、評価結果を活用した給与への

反映を先送りとし、業務目標の設定、達成

度の判断基準、給与への反映手法など、制

度設計の見直しを進めている状況にありま

す。 

お尋ねの職員の能力開発、人材育成への

活用につきましては、具体的にお示しでき

る現状にはありませんが、できる限り早い

時期に制度設計の見直しを行い、人事評価

の結果を活用した個人の能力開発の動機づ

け、人材育成の機会づくりを通じて、組織

の活性化の促進を図ってまいりたいと考え
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ております。 

次に、グループ制度の見直しについて。 

導入目的は達成されているか、町民の声

はどうかについてでありますが、グループ

制導入後の評価と今後の見直しにつきまし

ては、平成２８年７月以降、町の行政組織

及び事務の合理的かつ能率的な運営を図

り、住民福祉の増進を図ることを目的に設

置された美幌町行政事務改善委員会におい

て議論を重ねております。 

具体的な取り組みとして、まずは、現状

の把握と課題の整理が必要との判断から、

昨年５月、主幹職を対象にグループ制に係

る実態調査（アンケート）を実施していま

す。導入年（平成１８年）に実施したアン

ケートと同一項目の質問とし、導入時との

意識変化を検証するとともに、追加項目と

して、課題や問題点などを自由に記載でき

る欄を設けるなど、広く意見を求めまし

た。 

その結果、従来の課係制と変わっていな

い、組織機構や事務分掌、事務量の見直し

が必要、主幹、主査の名称が町民に浸透し

ていないなどの課題が明らかになったとこ

ろであります。 

このため、グループ制の見直しに着手す

ることを決定し、現在、美幌町行政事務改

善委員会において見直しに向けた作業を進

めております。 

現行のグループ制のメリットを生かしつ

つ、他自治体の例なども参考に議論を重ね

ていますが、新庁舎建設事業が進む中で、

平成３３年度の供用開始を見据えながら、

本町に見合った組織体制のあり方を研究し

てまいりたいと存じます。 

また、ここ５年ほどの部長職権限による

職員配置がえの実施状況でありますが、毎

年、総務部による職場環境ヒアリングを実

施しており、組織運営上の課題がある場合

は、その都度に事務分掌替えを行っている

ことから、具体的にお示しできる事案はあ

りませんが、その時々の政策課題に対して

柔軟に即時対応できる体制を整えていくこ

とは重要と考えます。 

限られた人員で町民ニーズに迅速に対応

し、必要な行政サービスを提供していくに

は、最小の経費で最大の効果を発揮できる

行政組織でなければなりません。グループ

制の見直しを通じて、組織体制のあり方、

行政運営のあるべき姿を検討してまいりま

すので、御理解をお願いいたしたいと存じ

ます。 

以上、答弁をさせていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 初めに、女性職員

の管理職登用等の項目からですけれども、

ここ５年ほどの町村会の統一の採用試験の

合格者男女比率というのが、答弁書では単

年度だけですけれども、私が２年前に質問

してそういう調査は持っていないというこ

とでしたから、当然、私が質問するという

ことは、そういうことをデータとして調べ

られているというふうに思っておりますの

で、管内状況がわかれば教えてください。 

また、管内の市町村職員の女性比率、こ

れがどういう状況になっているのかについ

ても調べたものがあればお答えください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今御質問のあ

りました、町村職員の採用試験の中の女性

の比率については、町村会のほうに確認を

させていただいたところでございますけれ

ども、町村会のほうでもお示しできるよう

な資料はございませんという回答でしたの

で、資料としては持ち合わせてございませ

ん。 

また、女性職員の割合でございますけれ

ども、これについても公表されているもの

がなかったものですから、その比率につい

ても持ち合わせはしておりません。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ
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ん。 

○４番（上杉晃央君） 町村会の採用試験

の結果が公表されない理由がよくわかりま

せんけれども、私は、そういう状況がはっ

きりわからないと、美幌町の女性職員の、

例えば、合格者というのは男女があって、

その合格比率はその年によって状況が変わ

ってきますが、私は採用者については、一

部の管理職に電話ヒアリングをかけまし

た。なぜ、私がそういうことを問いただし

ているのに、町村会から情報が提供できな

い、あるいは公表されていないということ

があっても、町村同士で、例えば、近隣町

村の女性の比率を調査するとか、管理職の

登用状況とか、そういったことはヒアリン

グすればわかることではないかと思います

が、そこまでの必要性について、特にない

という判断で準備していなかったというこ

とで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １回目の答弁

の中でも町長からさせていただいておりま

すけれども、職員の採用、そして、女性の

管理職の登用につきましては、それぞれ職

員としての資質、能力等々含めて、それを

基準として採用しているところでございま

すし、また、管理職としての登用につきま

しても、管理職として持ち得るべき資質、

能力、そういったものを加味しながら管理

職の配置をしているところでございますの

で、管内的な平均が幾らであるから美幌町

として幾ら必要だというような形での職員

の採用、管理職の登用をしておりませんの

で、必要がないというよりも、そこに縛ら

れる必要はないだろうというふうには感じ

ております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 答弁の中で、保育

士、看護師を含めた女性の比率ということ

で、ここはどちらかというと専門職ですか

ら、一般行政職における女性職員の採用割

合が比較的高いと答弁されていますが、具

体的に何％であったのか、その辺を調査し

たものがあればお答えください。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） １回目の答弁

で、１９年度が８.９％、２９年度が８.

５％、これは全職種でありますけれども、

一般行政職の数字も、この１０年間の管内

分を拾ってみました。その結果、美幌町に

おきましては、１９年度が２.９％、これは

一般行政職であります。２９年度が３.０％

ということでありますが、管内の平均を出

したところ、１９年度につきましては２.

５％、２９年度が３.２％ということで、１

９年度については管内平均を上回っている

のですけども、２９年度についてはほぼ同

じということで、決して低い率ではないと

いうことで御答弁をさせていただいており

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 平均値との比較で

すから、低いわけではないということなの

ですが、もう少し、女性職員の割合が、合

格比もありますけれども、どの程度一般行

政職でいるのかという美幌町の状況を、私

の質問の本旨である、いわゆる管理職登

用、これは女性の職員の比率が少ないか多

いかによって当然変わってきますから、そ

の辺のところをまず知りたかったのですけ

ど、実は、私もオホーツク振興局のほう

に、議員であることを断った上で依頼しま

したが、単年度だけは管内の状況と美幌町

のデータだけはいただきました。ただ、他

町村の状況については、申しわけないけど

公表できないということで資料をもらいま

した。いずれにしても、今後、この辺のと

ころをしっかり公に公表できていないのだ

とすれば、せめて人口類似規模の道内の町

村の状況だとか、管内の市町村について電

話等で照会すれば、よほどのことがない限

り個人名を挙げることではありませんの
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で、比率についてはヒアリングできるので

はないかと思いますので、今後、調べてお

いていただきたいと思います。 

それで、美幌町の特定事業主行動計画

で、平成３１年度まで来年までに１５％に

するという数値目標を定めております。 

現在、あえてわかっておりますが、女性

管理職、一般行政職何人で何％の比率なの

か、それと、これをあと１年でどのように

達成するのか、この数値からいけば、９年

前に女性の管理職登用をして２名になりま

した。それから、１人退職して９年前に戻

ったことになります。そのことを前回の質

問のときに、女性職員の退職、いわゆる管

理職の退職が近く予定されていることも含

めて、この率の達成について、町の取り組

みを求めておりましたので、あと１年でど

のように達成するのか具体的にお答えくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、１５％

については全職種としての目標値でござい

ますので、今議員お尋ねの一般事務職に限

っていけば、女性管理職はただいま１名で

ございます。一般事務職の中の管理職に占

める割合としては、３％という形になって

ございます。その１名から、今後について

は、３１年の１５％の達成というのは極め

てハードルが高いだろうというふうに考え

てございます。 

ただ、これは原因等がいろいろ考えられ

ますけども、女性が管理職に登用されるよ

うな年代、あるいはふさわしい能力を持っ

た年代になるまでに中途退職をされる方も

多く出てきたということもあろうかという

ふうに思いますが、その辺につきましては

働き続けることができる制度も拡充をさ

れ、充実をされてきておりますので、そう

いったものが解消されつつあるというふう

に思っていますし、行政としても、そうい

ったところについてはきちんと取り組んで

いかなければいけないというふうに思って

いますので、３１年度で何人になるかは、

具体的な数字は申し上げられませんが、１

名からふやせる形で検討していきたいとい

うふうに考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） この行動計画は全

職種ということですから、ちなみに３０年

度現在、女性の管理職、病院等いらっしゃ

いますから達成率というのは何％になって

おりますか。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 全体で１０.

３％になります。こちらは御承知のとおり

病院職員で管理職が５名程度いらっしゃい

ますので、全体の数値としては１５％に近

いという状況でありますが、いずれにいた

しましても、目標値１５％の達成はなかな

かハードルが高いというのは認識をしてお

ります。 

先ほど、総務部長が答弁したとおり、今

後の取り組みについても若干触れておきた

いのですけども、現在、一般行政職の主査

職につきましては、女性職員で７名の主査

がおります。ここ２年余りの状況として

は、２８年４月に女性主査職１名、昨年の

４月には女性主査職を２名、それぞれ３０

代の職員を主査昇格させております。 

従来、女性職員が働く職場が、どうも限

定的だったという事も受けとめております

ので、これからは女性の職員も活躍できる

環境を広げていかないと、結果としては管

理職の登用率も上がらないと認識しており

ますので、例えば、事業畑についても女性

職員も働けるように、人事配置を考えてい

く必要があるのではないかと受けとめてお

ります。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 主査の人数がふえ

てきていることは、前回の質問時に、管理

職登用率を達成するには、女性の主査職の
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達成率も定めるべきではないのかという質

問に対して、総務部長は一定程度の目標設

定が必要との認識を示し、安全衛生委員会

で再検討したいとの答弁でした。 

この件について、どのように安全委員会

の中で議論されているのか経緯があればお

知らせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 具体的にどう

いった形で人員的なものをふやしていきま

しょうというのは、なかなか委員会の中で

も目標数値を見つけるのは難しいというこ

とでの協議をしたところでございますけれ

ども、いずれにしても、現状把握をした中

で、改善点についてどうしていくかという

ことについて検討させていただいた結果、

やはり、女性が働きやすい職場をどうつく

っていくか、それから、それぞれいろいろ

な形の経験が必要なので、研修を含めて、

それから勤務場所を含めて、どういった形

で進めていくことがいいのかということに

ついては、検討させていただいたところで

ございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） まず、突然、一般

職員から課長職になることはないので、当

然、主査職の登用からその辺は計画的に、

全体の管理職登用１５％という美幌町の目

標を定めていますから、３１年度でどうな

るのか結果を見てみたいと思いますけれど

も、やはり、市町村によっては、主査職へ

の登用率を定めています。私も行動計画を

インターネットで調べてみたら、まちまち

なのです。標準的な様式とかということで

はなくて、それぞれの町村で自由に設定し

ていますから、書き方がいろいろなのでな

かなか比較はしづらいのですけども、ぜ

ひ、前提に立って、管理職をふやしていく

ということになれば、当然、女性の職員

も、先ほど総務主幹が言ったように、事業

畑とか、私は前回も言いましたが、美幌町

の人事を見ていると、特定のグループの担

当に女性職員が繰り返し繰り返し人事異動

しているということで、最近では全く経済

部にいないとか、建設水道部の建設のほう

にいないとか、そういう状況がありますか

ら、男女の能力を考えた場合に、やはりそ

ういったところに配置することによって、

キャリアアップということも当然出てまい

りますので、そのことも、ぜひ視野に入れ

ながら、先ほど、結果的に管理職が一般行

政職で１名になったというのは、先ほどの

答弁では、その任にふさわしい資質と能力

を備えた人材が女性の中にはいなかった

と、現状でそのように理解してよろしいで

すか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほど答弁を

申し上げました内容を持って、管理職等の

登用を進めているところでございますの

で、この間進めてきた管理職の登用の中で

は、そういった人材がいなかったというよ

うな形で人事異動として行われてきたと、

女性ですからということの偏見をもってと

か、差別をして管理職の登用をしていると

かということはございませんので、どうか

御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 当然、女性ですか

ら結婚して出産したり、途中で退職すると

かそういったことがありますから、やは

り、退職者の状況を見ながら、女性職員の

比率を行政として計画的に採用していくと

いう努力をしない限り、男女の比率という

のは一向に、やはり男性中心のバランスの

欠けた職員配置ということが考えられます

ので、女性のキャリアデザインということ

を、以前、総務部長はどんな形で取り組み

をしていくのがふさわしいのか、早い時期

で考える場の提供を含めた研修を実施した

いというふうに、私はここに会議録を持っ
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てきてますけど、２年前にその様に答弁し

ていますけど、この間、そういうキャリア

デザインのために具体的に行政のほうとし

てどのような検討をしてきたのか、その辺

がわかればお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） ただいまの御

質問でありますけれども、キャリアデザイ

ン、いわゆる女性の職員の皆さんが、長く

職場で働いていただくと、そして、能力を

発揮していただくという必要があると考え

ております。役場の職員として仕事の楽し

さというのでしょうか。醍醐味を知ること

によって、子育てをしながらも、しっかり

勤めていくという意識が芽生えてくるのだ

ろうと思いますので、そういった意味で

は、そのような研修の機会を与えること

も、人事管理上必要だと考えております。 

このため、今年度初めての試みでありま

すけれども、市町村職員の研修センター、

札幌にございますが、そちらにキャリアデ

ザイン研修という研修項目を見つけました

ので、３０代の女性職員を参加させており

ます。その職員から、実際に研修を受講し

た上で、どのような考えを持ったか聞き取

りをしたのですけれども、やはり、働く意

義、職員としての働き方を学ぶ機会になっ

たということで、これからの仕事に生かし

ていきたいという話もありましたので、引

き続き今後につきましても、同様の研修に

職員を参加させたいと思っております。 

なお、この研修の主な内容でありますけ

れども、女性が活躍する職場づくり、ある

いはキャリアと人生をどのように考える

か、さらにはマネジメントの能力、あるい

は政策形成能力、職場全般について、非常

に幅広い分野から研修を受けることができ

たということで聞いているところでありま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 女性のそういうキ

ャリアデザインの取り組みを、３０代の女

性にということで、キャリアアップのため

に参加させたという取り組みは評価したい

と思います。 

私も職員研修を現職時代に担当しており

ましたので、ぜひ、今もそうだと思うので

すが、女性と男性の研修の機会というの

は、私がいた当時は非常に男性中心で、女

性が本当に少ないということで、当時、予

算をふやしていただいて、研修の機会をた

くさんつくりながら女性の研修への参加と

いうことも取り組んできた経緯もあります

ので、ぜひ、そういった意味では、女性職

員にそういう機会をたくさんつくってあげ

て、そういう中で、女性自身の意欲だと

か、意識改革をしながら、将来の幹部候補

生として、やはり女性が成長していくよう

な取り組みを、今後期待していきたいと思

います。 

来年が最終年度で、達成率は３１年度に

はっきりしてきますから、そういう状況を

見ながら、この計画はどうだったのか、再

度検証をしてみたいと思います。 

次の質問に移らせていただきます。 

人事評価制度ですが、この人事評価制度

は２６年に導入されましたが、従前あっ

た、いわゆる目標管理のところから、こう

いう人事評価制度というふうに切りかえ

て、美幌町が判断されて導入しております

が、これは、誰の主導で美幌町はこの制度

を導入しようとしたのか、町長だったの

か、それとも、政策会議とかそういったと

ころで議論して、この制度が有効だという

ことだったのか、その辺がわかれば教えて

ください。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 本町におきま

して、人事評価制度の本格導入は平成２６

年４月ですけれども、数年前から試行的に

評価制度を取り入れて現在に至っておりま

す。当初、評価制度を導入した経緯につき

ましては詳細に持ち合わせておりません
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が、総務省で国家公務員、あるいは地方公

務員の人材育成、あるいは組織の活性化と

いう目的から評価制度を設けて、人事管理

をしていくという大きな流れの中で、たし

かそのような通知があって、取り入れた経

緯だったと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 評価制度は、先ほ

ど答弁もありました業績評価と能力評価の

二本立てで人事評価をしようということ

で、２６年４月からということですけれど

も、聞くところによりますと、平成２９年

度については、職員からのヒアリングを行

っていない。１次評価者、２次評価者の評

価もしていないということを、私は職員か

ら耳にしておりますが、事実なのでしょう

か。 

もし、事実だとすれば、先ほど言った、

人材育成とか活性化のために、美幌町が導

入した制度が、わずか３年ばかりやって、

２９年度にやらないという、その理由が何

だったのかお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 人事評価制度

を平成２６年４月から導入を図ったところ

でございますけれども、評価結果を活用し

て、人事管理、あるいは給与等への反映を

行うということで実施をしたところでござ

います。 

美幌町職員人材育成推進委員会の中で、

評価結果等々、あるいはその評価の手法、

それから評価の公平性について検討させて

いただいたところでございますけれども、

この中で公平性、あるいは公正性の確保、

あるいは被評価者である職員からの納得性

と透明性、これについて問題があるという

指摘を受けたところでございます。 

こういった多くの課題があることから、

制度設計の見直しが必要であるということ

で、２８年度、職員人材育成推進委員会の

中で結論を出したことから、２９年度実施

をしないで、今の制度設計のあり方につい

ての見直しを進めているというところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 当然、人事評価制

度を導入するときに、先ほどのきっかけは

ということで、総務省の人材育成とか、活

性化を地方自治体で取り組むべきだという

方針があったということはわかりましたけ

れども、当然のこと、これらを全職員に導

入する場合、職員への丁寧な説明、あるい

は共通理解、あわせて信頼がなければ非常

に難しい制度だと思うのです。そのこと

は、導入された当時から当然のことわかっ

ていて、議論した結果、導入するというふ

うにスタートしたのだと思うのです。 

それが３年たって、なぜ、先ほど言った

職員人材育成委員会というのですか、そこ

の議論の中で、先ほど総務部長が述べたよ

うなことが出てきたのか、導入時点での庁

内での議論が十分でなかった。そのことが

今日の結果を招いているのではないかとい

うふうに私は危惧しますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず１点が、

２６年４月に評価制度を導入したときに、

給与、手当までの反映をするということの

決定をもってスタートしたわけではないこ

と、この評価制度の中で、給与、手当まで

に反映させることについての、問題点が一

つ出てきたところであります。 

もう一つは、実際に評価制度を運用する

ことによって、特に業績評価の部分につい

て、それぞれ職員個々が目標を設定して、

その達成度を評価する仕組みでございます

けれども、これがそれぞれのセクションに

よって大きく変わってくるということがあ

って、その点数について差が一定程度埋め

られないという状況が出てきたところで、

こういったものの中から、給与、あるい



 

－ 71 － 

は、手当のほうに反映させることはいかが

なものかという意見が出てきたということ

が１点だろうというふうに思います。 

また、導入時については、十分な説明と

理解を得たつもりでございますけれども、

ただ、実際に運用を図ってみて、それで

は、こういう制度の中で、給与、手当にま

で反映させることの信頼性、あるいは透明

性、職員の納得性含めて、これが担保され

ているのかというと、そういう制度にない

というところであろうというふうに考えて

ございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 当初から給与への

反映を行うことを目的として導入するもの

ではないというふうに、今説明ありました

けれども、町の規定によれば、まさしくそ

のことが書いてあるのです。最終的には、

給与まで反映させるということが目的だと

思うのです。その困難性というのは、先ほ

ど何回も言っているように、最初からわか

っていたではないですか。これはすごく難

しいことなのです。 

そのことをやってみて、３年足らずでこ

れは難しいということで、こういう事態に

なっているというのはきわめて残念だと思

います。 

給与への反映は別にして、そうするとこ

の制度を活用して、昇任とか、昇格の人事

への活用ということは、美幌町長として、

この制度に基づいて、職員の登用とか、そ

ういったことはされていないというふうに

受けとめていいのですか、この制度が機能

しないとすれば。 

別な評価の物差しで町長が判断して、登

用しているというふうに理解してよろしい

のでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） この人事評価は、

非常に難しいということが、総務部長、総

務主幹のほうからお話があったように、さ

まざまな難しさがあるということで、管理

職の登用については、これに基づかない

で、大体顔がわかりますので、管理職にす

る年齢になってくるとわかりますので、そ

の中での評価をしっかりして登用している

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 町長の今の答弁か

らすれば、この制度を見直しする必要があ

るのですか。 

今みたいなことで、職員評価をするので

あれば、あえてこういう難しい制度を導入

して、職員の理解を、これから見直しする

ということですから、どういうふうになっ

てくるのかわかりませんけれども、相当難

しいことだと思うのです。 

登用だけではなくて、ここに書いてある

昇給や勤勉手当、いわゆる職員に優劣をつ

けて、そこまで手当を反映させるという制

度ですから、これを町長として導入したと

いうことは、今言うような、顔が見える範

囲内で自分なりに評価してやっているとい

うのであれば、その方がもし最適だとした

ら、この制度は必要ないのではないです

か、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） その時点では、や

はりこれがベストだという思いで導入して

きたつもりでおります。その中で、いろん

な難しさだとか、問題点も出てきています

ので、それについて見直しをするというこ

とは、これはもう当然のことだと思います

ので、そういった御理解をお願いをしたい

とそのように思います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 私は、見直しする

ことをだめだと言っているわけではないの

ですが、具体的に、町長はこの制度につい

て、職員の人材確保のためには喫緊の課題

だったと、だからいつまでに、どのような
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手順で見直しをするのか、そういう時期的

なことまで町長は描いて判断、指示されて

いるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） いつまでにという

指示はしておりません。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 後ほど、質問が出

てきますけれども、町長は、いろんな機会

に議会の答弁で、職員に常にスピード感を

もって指示していると、スピード感が大事

だと言っていますが、職員の評価にかかわ

るこのようないろんな課題が出てきたら、

当然のこといついつまでに見直しをして、

見直し結果でしっかり議論してやっていく

というふうにしていかないと、時期を示さ

ないで見直しということになったら、言葉

が悪いですけど、ずるずるいくのではない

ですか。私はそういうふうに思いますが、

町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ずるずるいくとい

うよりは、やはり、難しさがあると思うの

です。この評価自体のです。 

評価をして、管理職にする登用の部分も

ありますけども、登用するということは、

給料が上がるというようなことも含めてあ

るのですけど、それ以前に、やはり職員全

体の話での給与をどうするか、上げ下げす

るのかということまで含めて考えると、こ

れはなかなか大きな問題を残したりという

ようなことが出てくるのだろうと私は思っ

ていますので、これだけがスピード感を持

ってやりなさいというよりは、慎重な扱い

をしながら対処すべきではないかと私はそ

のように思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） そうだとすれば、

やはり、職員にもう一度、こういう制度が

なぜ必要なのかということを、町として職

員研修で説明するなり、先ほど私も言いま

したが、一定の共通の理解と、信頼関係が

ないとできないです。私も職員だったから

わかります。給与まで反映させるというこ

とは、大変難しい評価をしないとならない

です。 

だからこそ、そういう制度の必要性につ

いて、ぜひ、見直しの中でしっかりと職員

と向き合って、話を聞いたりしながら、再

度、制度設計をして、今後は休むことのな

いように、そのことを申し述べて、この質

問は終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（平井雄二君） 人事評価につい

て、今、なかなか機能を果たしていないと

いうことで、人事評価は法的にやらなけれ

ばいけない義務なのですが、問題点は、人

事評価の中に、要するに、評価の仕方の仕

組みに、実は問題があるということで、人

事評価を導入しなければいけないというこ

とは、当時から、職員にも説明会も設け

て、そういう中で、その意義も含めて説明

をしております。 

そして、試行してきたわけでありますけ

れども、中身について、やはり非常に問題

があるということで、これは、やり方につ

いては、いろんなやり方があるので、たま

たま美幌町については、今のやり方を採用

してやったのですが、問題というのが、や

はり浮き彫りになってきました。 

このままいろんなものに反映させるには

非常に大きな影響があるということで、そ

こには踏み切れないということでありま

す。 

これは、実は美幌町ばかりの問題ではあ

りません。管内でも、いろんな集まりの中

で、どういうふうにやっているのかという

情報交換をした中で、なかなか試行までや

っても、本格導入には至っていないという

自治体が多々あります。その中では、やは

り同じような悩みで、制度設計自体に非常

に問題がある、どういった制度設計でやっ
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たらいいのかということがあります。た

だ、これはやらなければならない義務が市

町村には与えられておりますので、これは

本年度中に見直しをしっかりと確立をし

て、来年度からでも、新しい制度の中で導

入できるように準備をしてまいりたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 次に、グループ制

についてです。 

これも２年前の平成２８年６月に一般質

問をして、２年経過しました。 

一般質問から１年後に、主幹職に対して

アンケートを実施して、従来の課係制と変

わっていない、組織機構や事務量の見直し

が必要、主幹、主査の名称が町民に浸透し

ていない、という答弁でありました。 

これは率直な管理職の声だと思うのです

が、１８年と比較して職員の意識がどうい

うふうに変化したのか、そういう観点から

調べたということですが、特徴的にどのよ

うな変化があったのかお答えください。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） １回目の町長

の答弁で、重立ったものを３点、今触れて

おりましたけれども、アンケートにつきま

しては、大きく７項目にわたって、この１

０年間の意識の変化を把握しております。

その７項目以外にも自由記載欄を設けまし

て、幅広くグループ制に対する意見や提言

等をいただいております。 

そのアンケート結果の特徴的な部分であ

りますけれども、この１０年間で、例え

ば、グループ制が機能した場面が多く見ら

れて、いわゆるサポート体制が進んだかと

いう質問もありましたが、この１０年間特

に変わっておりません。ということは、残

念ながら現行のグループ制度がしっかりと

機能していないのだろうという受けとめで

あります。 

さらには、昔で言う課係制と比べたとき

に、現在のグループ制の方が業務を進める

上でサポート体制が整っているのかという

問いにつきましては、変わっていないとい

うところが目立った回答になっております

ので、課係制のときと比べて、それほど組

織運営上変わっていないのだろうという認

識であります。 

あとは、特に自由記載であったのは、や

はり、１０年経過しているのに、いまだに

町民の皆さんから主幹、主査というのは、

課長ですか、係長ですかという問いかけが

見受けられるということでありますので、

十分に町民の皆様に浸透していないのだろ

うという受けとめであります。 

また、最後にもう１点だけつけ加えます

と、流動的な組織の運営がなされているか

ということで、これは、グループ内、いわ

ゆる担当間の壁を取り払って、グループ全

体で一つの固まりとして仕事に当たってい

るかという問いかけについては、決してそ

うはなっていないということでした。 

いわゆる担当の中で、仕事は完結してい

るという意見もありましたので、まだまだ

グループ制運用する中で、見直しを行う部

分はあるのだろうと考えているところであ

ります。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今、アンケート調

査の細かな部分の答弁をいただきまして概

要はわかりました。 

職員は、この１０年間、やはり、このグ

ループ制導入によって大きく町民サービス

だとか、職員の意識、それらが変わるよう

な状況にないという、残念ですけど極めて

否定的な評価であったと思います。 

そういう中で、それでもなおグループ制

のいい点を認めながら見直しして、継続し

ていくというか、見直しという中には、廃

止も検討した結果、グループ制はやめる

と、私は２年前に言ったときに、芽室町

で、実は若手の職員たちみんなに委員会を
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つくらせて検討して、相当１年ぐらいかけ

て、数十回の検討をしながら、最終的に芽

室はやめたのです。そういうところもあり

ますので、検討というのは、私もいろんな

機会に、主幹からお話のあったように、役

場はすごくわかりづらいと、主幹とか主査

とかという話をいろんな機会に聞いていま

すから、見直しは町の計画によれば、新庁

舎に合わせてということですから、それは

そこで一定のめどとして受け入れるにして

も、私は、いわゆる大課大係に戻すことも

含めて、機動的な役場のあり方、住民サー

ビスのあり方をしっかりその中で検討、検

証していくということが必要だと思います

が、町長その辺いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、芽室町の例を

出されましたけれども、従来制度に戻した

自治体があるというようなことであります

し、そういった実態も調査する必要がある

のではないかと思っております。 

また、グループ制自体も、良い面もある

と思いますので、やはりそういったことを

しっかりと伸ばしていくといいますか、こ

の組織に根づいて伸ばしていくということ

も極めて重要だと思いますので、今やめる

とか、やめないとかではなくて、見直しを

しっかりしながら、主幹と主査の話も含め

て、見直せるものは早急に見直していきた

いと、そのように考えているところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ぜひ、芽室町の事

例を、どういう取り組みだったのかしっか

り調べていただいて、他の自治体の例も調

査しているということですから、時間があ

りませんのでそこはお尋ねしませんけれど

も、いずれにしても、今回の見直しという

のは、単にグループ制を見直しということ

よりは、美幌町役場の組織体制とか、行政

のあるべき姿が、町民にとって本当に今の

体制でいいのかどうかということも含めて

の見直しを、ぜひしてもらいたいと思いま

す。 

その結果、やはり、大課大係という、昔

のよかった点というのは継承しながら、私

は、昔の方が指揮命令系統が、課長がい

て、係長がいて、係長というのは、結構そ

の係内の職員のことを掌握してしっかりや

っていたと思うのです。そういう中で、課

長の裁量の中で、ほかの課と連携をとると

か、そのようなことで、やはり仕事等で反

感ありますから、そういった部分で調整し

ながら、最終的には部長が判断して、流動

的に人を持ってくる、借りるとか、そうい

ったことをしていくことによって、今、こ

の１０年間経ってみて職員の評価が芳しく

ないということを鑑みたときに、職員の仕

事の位置づけだとか、係長としての部下職

員を指導する責任とか、そういった部分が

私は大課大係制の方ができるのではないか

と思います。 

最後になりましたが、改過自新という言

葉があります。これは要するに、過ちを改

めて、新たなことにチャレンジするという

ことなのです。 

過ちではありませんが、効果のないこと

は、しっかりこの際改めて、そしてみずか

ら活性化のために、新たにしていく取り組

みを町長のリーダーシップでしっかり行っ

てもらう、そして、スピード感を持って取

り組んでいただくことを、最後に発言して

終わりたいと思います。 

町長、何かありましたらお願いします。 

○議長（大原 昇君） これで、４番上杉

晃央さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時３０分といたします。 

午後 ０時１５分 休憩 

―――――――――――――――――― 

午後 １時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 
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通告順により発言を許します。 

２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 私は、

通告しております２項目につきまして、以

下質問をいたします。 

その一つは、貧困化における安全網構築

についてであります。 

一つ目は、生活保護制度の積極活用につ

いてであります。 

格差と貧困が拡大する中で、生活保護基

準を下回る貧困世帯が増加している、その

ことが指摘されております。 

ことし５月、厚労省が生活保護捕捉率２

２.９％との調査結果を公表し、１１年前の

前回調査、捕捉率１５.３％に比べて若干の

伸びを示しておりますが、依然として４.４

倍近い貧困世帯が放置されています。 

美幌町の生活保護世帯数は、２４９世

帯、平成２９年度ですが、全国的に低い捕

捉率との調査結果を受けて、健康で文化的

な最低限度の生活の安全網活用に向けて、

これまでの対応、今後の方策をお示しいた

だきたいと思います。 

２項目めは、美幌町民の貧困実態につい

てであります。 

国は、失業者、高齢者が大半を占める市

町村国民健康保険加入世帯の平均所得が２

０１６年で１３８万円、四半世紀前と比べ

て半減し、年々悪化していると公表してい

ます。 

統計では示されておりませんが、美幌町

民も同様な貧困の拡大が想像されます。 

美幌町として現状をどのように把握され

ていますか、伺います。 

３項目めは、国民健康保険税減免制度の

拡充についてであります。 

美幌町の国民健康保険税減免規定は、災

害、疾病等の突発的事態に対応したもので

あって、恒常的な貧困世帯に対応したもの

となっておりません。 

地方税法７１７条に関して、厚労省は、

自治体が決めれば生活保護基準以下でも特

別な事情に入れてよいとの見解を示してお

りまして、美幌町税条例も実態に即して改

正を行う必要があると考えますが、いかが

でしょうか。 

大きな２点目は、ドッグラン整備につい

てであります。 

動物愛護、美幌町の交通アクセス優位性

の観点から、美幌町にドッグラン整備を提

案をいたしましたが、久しく時間が経過し

ております。 

早急にドッグラン整備を提案しますが、

何ゆえに整備が遅延しているのか、これま

での経過と今後の見通しをお示しいただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 大江議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

初めに、貧困化における安全網構築につ

いて。 

生活保護制度の積極活用についてであり

ますが、我が国の生活保護者数は、バブル

崩壊、リーマンショックを機に、増加の一

途をたどり、平成２３年７月に過去最高を

更新して以降も増加傾向にありましたが、

平成２７年３月をピークに減少に転じ、厚

生労働省が今月６日に公表した平成３０年

３月分の概数保護率は１.６７％となってお

ります。 

また、道内における平均保護率は、平成

２９年７月数値で３.０６％であり、郡部で

１.９１％、市部が２.５８％と、市部での

保護率が高い傾向となっております。一

方、オホーツク管内の保護率は１.１５％

と、１４振興局中、宗谷、上川に次いで低

い保護率となっており、本町では平成３０

年３月末現在で、２４９世帯、１.６２％で

あり、ここ数年は大きな変動もなく推移し

ております。 

近年の超高齢社会の背景により、高齢者

世帯の増加とともに、生活保護受給世帯も

ふえている状況であり、今後も高齢者人口
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の比率増加に伴い、高齢者保護世帯の増加

が見込まれると予測されております。 

次に、御質問の安全網活用に向けて、こ

れまでの対応、今後の方策についてであり

ますが、郡部における生活保護の決定機関

は北海道であり、本町は相談、書類作成支

援、書類進達が主な業務内容となり、とり

わけ、相談業務の内容は個々に異なること

から、生活実態を的確に把握するため、聞

き取りには時間をかけ、相談者に寄り添い

対応しております。 

これまでも、庁内関係部局はもとより、

地域包括支援センター、社会福祉協議会、

介護サービス事業所、民生・児童委員など

との幅広い連携により適切な保護につなげ

ている状況にあります。 

また、先月の広報びほろには、地域の困

りごとの窓口役である民生・児童委員の名

簿を掲載し、周知に努めているほか、美幌

町民生委員・児童委員協議会では、毎年１

月にオホーツク総合振興局のケースワーカ

ーを招き、生活保護に関する意見交換を行

い、お互いの情報共有と連携を図りながら

認識を深めるための取り組みにも努めてい

るところであります。 

今後とも、貧困者からのサインを見逃す

ことのないよう、関係機関との一層の連携

強化を図り取り組んでまいりますので、御

理解賜りますようお願いいたします。 

次に、美幌町民の貧困実態についてであ

りますが、生活保護は、本人や家族からの

相談、関係者からの情報提供などにより事

実が判明いたします。その後、生活実態を

詳しく把握するため、対象者から状況を聞

き取り、生活保護申請を進めております。 

町担当窓口への接続は、町内各地区の民

生・児童委員からの情報提供が多くを占め

る中、町議会議員、自治会役員などからも

連絡を受けることがあります。 

また、庁内組織においても、税、水道、

公営住宅といった金銭にかかわる部署から

の情報提供により、生活保護につなげた事

例もあるなど、これまでも多くのネットワ

ークを張り巡らせることで貧困世帯に手が

差し伸べられております。 

御質問の美幌町の現状をどのように把握

しているかでありますが、町内の貧困現状

については、その多くを把握するまでに至

っておりません。 

なお、生活保護は申請行為であり、こち

らからの一方的なアプローチは個人の尊厳

にかかわる問題ともなることから、特に慎

重な取り組みが必要となります。町といた

しましても、関係機関などからのホットラ

インをより強固なものとし、対象となり得

る世帯の貧困実態を把握した中で、適切に

生活保護へつながるよう、引き続き、情報

収集というアンテナを高くして取り組んで

まいりますので、御理解のほどお願いをい

たしたいと思います。 

次に、国民健康保険税減免制度の拡充に

ついてでありますが、現在、国民健康保険

税の低所得者層に対する救済措置として、

世帯の総所得に応じた均等割、平等割の軽

減や、解雇、倒産など本人の意思によらな

い非自発的失業者に対する所得割の軽減に

ついて、法令で定められている措置を講じ

ております。なお、生活保護世帯について

は、医療扶助となり、国民健康保険税はか

からなくなります。 

次に、減免措置につきましては、地方税

法に基づく減免措置のほか、町税条例にお

いて、その他特別な事情についての規定を

設け、町税減免取扱要綱により、前年度の

所得に対して、著しく所得が減少した場合

には、減免することができる旨の基準を定

めているところであり、低所得者層への救

済措置としましては、法令上の軽減を初

め、町独自の減免措置も講じているところ

であります。 

生活保護世帯を除く、恒常的な貧困世帯

への対応でありますが、低所得者層におけ

る滞納も少なくない状況にもあります。低

所得者層に対する減免につきましては、さ
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まざまな課税データに基づきまして、検討

を行っているところではありますが、国民

健康保険税の課税につきましては、世帯区

分により世帯の総所得額により算定いたし

ますが、その世帯における収入の種類によ

り、必要経費の控除の違いがあり、またそ

の世帯の人数や構成によっても、同じ収入

額であっても課税の基礎となる所得額に違

いが出るなど、非常に多岐にわたるため、

一定の所得基準等を設けることが非常に難

しい状況にあります。 

また、国からの財政支援のない市町村独

自の減免基準を考える場合には、国民健康

保険会計の持続可能な財政運営を考慮し、

その減免可能なラインをどのように設定す

るのか、その年度ごとで全体の歳入も変動

する中では、慎重に判断しなければならな

いと考えております。 

いずれにいたしましても、一定の基準を

お示しすることは、現在の制度において

は、難しい状況にあるところでございま

す。引き続き、納付相談を通じ、状況把握

を十分に行い、低所得者や生活困窮者に対

する対応をしっかりと行うことが重要と考

えているところでございます。状況に応じ

て、分納、滞納処分の執行停止の検討を図

るとともに、必要な場合には、福祉制度の

活用につなげられるよう、担当間の連携を

より一層密に対応してまいりたいと思いま

すので、御理解のほどよろしくお願いをい

たしたいと思います。 

なお、本年度から国民健康保険の都道府

県化により、財政運営が全道単位となり、

北海道より、国民健康保険税の減免の取り

扱いについて、全道の標準的な保険税の減

免基準について示されることとなっており

ますことから、それをもとに、地域事情を

踏まえた中で、さらには、国保の財政状況

も考慮しながら、町税減免取扱要綱の減免

基準のあり方について検討を図ってまいり

たいと考えておりますので、あわせて御理

解のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。 

次に、ドッグラン整備についてでありま

すが、道内におけるドッグランの設置状況

につきましては、正確な数は把握できてお

りませんが、ホームページで公表されてい

る施設は６３施設であり、民間事業者が４

３施設、公設施設が２０施設となってお

り、そのうち３施設は、高速道路のパーキ

ングエリアに、１３施設は道の駅に併設さ

れております。 

また、民間施設についても、その多くは

商業施設やドッグカフェ、農場などに併設

されております。 

ドッグラン整備には、何より伝染病予防

注射や１年以内のワクチン接種の有無の確

認のほか、毎日の施設点検など、合理的な

管理運営体制を整えることが重要と考えて

いるところであります。 

さらに、施設整備の検討に当たっては、

一般利用者とのすみ分けが必要であること

から、既存の公園での整備が妥当なのか、

公共機関が施設整備と管理運営を行うべき

なのかも含めて判断する必要があることか

ら、引き続き、検討してまいりたいと考え

ておりますので、御理解のほどお願いをい

たします。 

以上、答弁を申し上げました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 再質問をさせてい

ただきます。 

一つは、生活保護制度の積極活用につい

てであります。 

全国的には、あるいは政府などが発表し

ている数字などでは、国民の平均所得が

年々下がっているということで、それをし

っかり踏まえて、市町村でも対応しなけれ

ばいけないというふうに私は思いまして、

いろいろデータをあさっているのですが、

美幌町について言えば、平均所得がどうな
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のかということ自体が把握されていないの

だということです。 

税につきまして、町税概要がこのように

出されているので、私は初めてこれをいろ

いろな角度から見させてもらったのですけ

ど、税の担当者は、税を徴収するためにつ

くっているということで、平均所得を算出

するというのは、所管外なのです。だか

ら、そもそも本来業務でないということな

ので、把握されていない、それはそれで当

然なのだというふうに思うのですが、実

は、国が市町村国保の加入世帯の平均所得

というのを出しているのですが、今から２

５年前に世帯の平均所得が２７６万５,００

０円、ここをピークにしまして、最近は約

半分です。２０１６年では１３８万８,００

０円ということで、大きく下がっていると

いうことなので、多分、我が町も同じよう

な状況にあるのだろうというふうに、実際

は推測するしかないのです。 

そこで、国民年金の受給者を調べてみた

り、それから、非課税世帯がどうなのかと

か、あるいは、均等割しかかからない町民

がどれぐらいいるのかというようなことを

見たのですが、確たる動きになっていない

です。 

美幌町という点で言えば、町民の所得の

推移を見るというのは、所管がどこになる

のでしょう。懐ぐあいを見る、あるいは生

活レベルを見るというのは、所管がなかな

かわからないということで、たどり着けな

い原因は、一つはそこにあるのだと思いま

す。 

税務グループに行っても所得のある人か

らきちんと適正に税をお支払いいただくと

いうのが中身であって、所得のない人のと

ころに伺うというのは本来業務でないとい

うことです。 

しかし、相当数の非課税の人たちは、存

在するのだと思うのです。非課税の人口そ

のものの統計上は出ていないのです。そう

いう町民の貧困を、どこが把握することに

なるのでしょうか。 

まず、そこからお聞かせいただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 恐らく、今現

実的にどこのセクションでそういった調

査、あるいは、基礎資料として持ち得るか

というものは定まっておりませんけれど

も、町が何か施策を実施する上で、どうし

てもそういった数字が必要だということで

あれば、統計の方でアンケート調査なりで

実証するしかないだろうというふうに考え

てございますけれども、ただ、個人情報と

いうこともございますので、その手法につ

いては、相当難しいものがあるのだろうな

というふうには感じております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 私は、一般的な所

得がどうなのかというものももちろん押さ

えたいのですけども、貧困な御家庭を救済

するために、どういう生活実態にあるのか

というのを押さえる必要があるだろうとい

うことで、実は、町道民税は一人一人の個

人ごとにかかっている、世帯ではないとい

うことで、非課税所得の人口を調べるとす

れば、住民基本台帳の人口から、課税所得

の人口を差し引けば出てくるということで

計算しようとしましたが、０歳とか、そう

いう子供たちも含まれてくるので、単純に

は引けないということで、そこで、こうい

うふうにしてみました。 

５歳階級別の人口の中で、とりあえず、

中学校を卒業して１６歳から働く人もい

る、あるいは高校卒業して働く人もいるの

だけれど、大多数は就学するということ

で、考え方を２０歳以上の人口から、課税

所得の人口を差し引いたら、大人の中で、

非課税所得の人口が出てくるのではないか

という仮定で計算してみましたら、大体、

平成２９年度の数字で言えば、非課税所得

人口は１万００６９人で、あとは、２８
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年、２７年、２６年とずっとさかのぼっ

て、この１０年間で言えば、平成２０年の

１万１,８２３人と、年次ごとに少しずつ非

課税所得人口は減ってきていますが、１万

人はいるという計算です。 

大人の中の非課税所得の人口は、その程

度います。そして、総人口に占める、大人

の中の非課税所得の人口率は、平成２０年

の５３.５４％をピークにしまして、少しず

つ減ってきていて、今５１.１６％なので

す。 

これに町民税均等割のみの人口、相当所

得が低い方々が、平成２９年度で１,０６７

人いらっしゃいますので、ここまでをかな

り貧困な方々だというふうに仮定します

と、平成２９年度で１万１,１３６人という

数字になってまいります。 

町民税均等割の人口も、少しずつ減って

はきているのですが、一定の割合になって

います。この町民税非課税所得の人口と均

等割のみの人口を率であらわしますと、総

人口の中の５６.５９％がそういう状況で、

やはり、過半数が相当厳しい所得水準にあ

るということだけは、見えたなというよう

に思います。 

人口の半分が非課税です。さらに、均等

割を入れると五十六、七％あるということ

を、実はどこも把握してないのです。 

担当は、もしかしたら統計になるかもし

れないということなのですが、年々の動き

だとか、そういう家庭の状況を押さえた上

で、やはりどうするかということが議論の

対象になってしかるべきなのだなというよ

うに思います。 

それで、これは全くの総論になりますの

で、ぜひ、町民というふうに、一くくりに

した場合、働いている人もいれば、年金生

活者もいるというようなことで、階層別

に、そして、全体として所得の低い方々の

動きをつかまないことには、物事が始まら

ないのではないかというふうに思うのです

が、町長いかがでしょうか。 

元気に働いている、あるいは商売を一生

懸命やっているという方々のもう一方の地

球の裏側にほとんど収入がない、あるい

は、課税所得はゼロである、非課税だとい

う方々が大量に存在するということについ

て、何らかの調査をする必要があるのでは

ないかと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、非課税世帯、

あるいは均等割世帯の話が出ましたけど

も、何らかの形で、行政として知らなけれ

ばいけないのではないかという御提案であ

りますので、これはどこがどういうふうに

担当するのか、今は想像がつきませんけれ

ども、いずれにしろ税務グループを中心

に、統計担当あるいは政策担当あたりが担

当になると思いますけれども、少し時間を

いただいて、その辺の検討をさせていただ

きたいと思っております。 

生活保護の方の捕捉率を見ると、２２.

９％ということでありますので、約７８％

の人がそういった環境の中、生保も受けず

生活しているというような状況だと思いま

すので、いずれにいたしましても、今回の

一般質問でいただいた数字等で、本当に貧

困率といいますか、これが高いのだなとい

うのは改めて知らされましたので、どうす

るかということも重要な課題だと思います

ので、時間をいただきながら、どこがどう

いうふうにできるのか、どういうデータを

持っているのかを含めて調査をさせていた

だきたいと、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 美幌町として、ぜ

ひ、町民の暮らし向きを調査いただきたい

ということで、私も具体案があって、こう

すればというところまではお示しできませ

んので、ぜひ、早急に研究いただければと

思います。 

実は、どなたも年金に入っておられるの
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で、国民年金はどうかということも見てみ

ました。満額をもらっている人でも月額６

万５,０００円に満たない。こういう方々

が、昨年０.１％年金額を削減されました。

これからも削減するという方向なので大変

だなと思います。 

美幌町がお持ちのデータでは、平成２８

年度の老齢給付で見ますと、６,４９３人が

受給されておりまして、平均年額が６８万

５,３５５円ということで、月額に換算しま

すと５万７,１１３円です。これは平均で

す。 

満額でも６万５,０００円に満たないとい

う状況ですから、満額をもらって、美幌町

は３級地なので、生活保護レベルかなと思

います。平均の５万７,０００円ぐらいだ

と、平均の国民年金の受給者は自動的に、

資産がない限りは生活保護受給者と、この

レベルにあるということが見えます。そこ

で、なおさら、生活保護の捕捉率が気にな

ります。 

あえて申し上げることではないのです

が、憲法２５条では、全て国民はというこ

とでくくられているのは、全ての国民に向

けて、健康で文化的な最低限度の生活を営

む権利を持っていますよということで、生

活保護制度がつくられているのですけど、

大半が生活保護以下の方々が、私は、地方

に行けば行くほど捕捉率は下がっているの

ではないかというふうに思うのです。 

美幌町を個別に見たいと思って、データ

を取り寄せたのですが、町村のデータは公

表されていないとのことで、市、または社

会福祉事務所の１本のデータしかないので

すが、しかし、御答弁でもありましたが、

オホーツク圏は１％ちょっとと言うことな

ので、捕捉率で言えば平均よりもさらにさ

らに下がっているのではないかというよう

に思います。 

あとで、お話したいと思うのですが、生

活保護以外の形で、市町村が何らかの救済

措置をとろうとしたら、ほとんど国から面

倒を見てもらえないです。それは地方がや

ってることだから、やるならやりなさいと

いうことで、懐が寒いのに、その中から手

当てをするということになるわけで、大変

だと思います。 

実は、１１年前に捕捉率１５.３％という

全国の捕捉率が示されたときに、当時イギ

リスやドイツは８０％台半ばの捕捉率とい

うことなので、私は努力すべきなのは、国

が国民に対して責任を負っている生活保護

の保護率を、しっかり捕捉率を高めていく

というのが、市町村行政の主な仕事であっ

ていいのではないかと思っています。福祉

事務所は持っていませんけれど、積極的に

最低レベルの生活はこういうものだという

ことを知らせない限り、申請は絶対にされ

ません。 

知らない、知らされていないというのが

ベースにあるというふうに思うのですが、

過去、美幌町として、例えば広報などで特

集を組んで、ぜひ、町民の暮らしを町とし

てしっかり下支えしたいと、憲法２５条が

あって、こういうふうな仕組みになってい

るからということで、いろんな具体例を出

して、そして、ＰＲするということが何よ

りも大事な取り組みでないかというように

思いますが、いかがでしょう。町長。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） このセーフティー

ネットの関係ですけども、生活保護を中心

に今お話をしていますし、議員も生活保護

中心のお話だと思いますけれども、生活保

護を受けるということは、やはり非常に微

妙な点もありまして、なかなか我々が広報

を通じて、こういった状況にある方につい

ては生活保護世帯で、セーフティーネット

を張ってますというようなことまでどうで

きるのか、なかなか難しいのではないかと

思っていますけども、これも研究をさせて

いただきたいと思っていますけれども、い

ずれにいたしましても、国のほうのセーフ

ティーネットは今のところこれしかないと
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思いますので、ただ、セーフティーネット

も、国は町が独自にやったらそれは町の施

策だからということで、手当も何もしてい

ただけないということでありますので、そ

れこそ国保全体の、国保自体のあり方とい

いますか、国保自体の存亡にかかわるので

はないかということも出てくると思います

ので、非常に微妙な点もありますので、こ

れについては研究させていただく時間をい

ただきながら、研究してみたいとそんなふ

うに思っていますので御理解のほどよろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 時間の関係もあり

ますので、ただ一つだけ申し上げたいので

すが、町長が先頭に立ってどうすると、ど

うしたらいいかという答えを見つける作業

を大至急始めていただければと思います。 

申すまでもなく、役場職員の基本的な能

力は相当高いものがあるというふうに思い

ます。そういう能力を大いに発揮していた

だいて、今までは、踏み込んでいなかった

けれど、どうするかということと、ぜひ、

私は今の政府に顕著に見られるのですけ

ど、憲法なんてまず大事にしないという傾

向がものすごく強くあります。２５条など

についてはあまり考えもしないというとこ

ろが偏ってあるなというふうに思います

が、市町村が１番住民に対して近い立場に

おられるので、ぜひ、国にも物申していた

だきたいのですが、そのためには、町民の

暮らしの実態をできるだけ正確に把握する

ということが必要になっているというふう

に思いますので、強く期待をしたいと思い

ます。 

次に、国保の減免制度に移りたいと思う

のですが、今、国民健康保険税は、所得が

ゼロでも応益割、均等割、平等割の３割は

支払わなければならないということで、幾

ら所得が低くても、必ず課税されるという

状況にあります。 

それで、７割軽減されている世帯につい

ては、平成２８年度で９５５世帯、２７年

以降で言えば１,０００世帯ぐらいがずっと

続いてきて、少し減ってはいるのですが、

平成２８年で９５５世帯ございます。 

所得ゼロというのは、収入がどれぐらい

すさまじくない家庭も、ほとんどないとい

う家庭も、実は含まれているので、この中

に手を差し伸べていく必要があるのだと思

います。 

役場の統計を見ますと、この間、申請し

て減免を申し込んでいるというのは４件ぐ

らいしかないです。町税概要で見ますと、

ほとんどは申請していない。できない条件

である、すなわち恒常的な生活貧困という

ことは、そもそも申請できないのです。 

だけど、隠れて大量の貧困世帯があるも

のに対応して、やはり町税条例を改正する

必要がいよいよあるのではないかというよ

うに思います。 

そこで、いずれ状況を把握をしていただ

きたいということと、あわせて、ぜひぜ

ひ、国も災害だとか、失業だとか、突発的

な事態以外にも、市町村が特例として認め

るのであれば、生活保護世帯以下の収入の

方についても、条例化するとかそういうこ

とはいいですよというふうに調べて見たら

１０年ぐらい前から言っているのです。 

だから、美幌町もぜひその作業に着手し

ていただきたいし、生活保護なら医療費も

ただになるのですけど、証明できる所得水

準であれば、窓口での医療費の支払いにつ

いても、ぜひ、減免申請ができるように、

これも保険料を納めるという部分と逆の医

療費を納めるという部分についても、該当

するような救済策、条例化、ぜひ、早急に

御検討いただきたいというふうに思うので

すが、町長いかがでしょうか。 

私は、何回かこのことで質問をしている

のですが、ぜひ踏み切っていただきたいと

いうふうに思いますがいかがでしょう。 

○議長（大原 昇君） 町長。 
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○町長（土谷耕治君） 先ほど、生保のと

ころでもお話しましたけれども、我々とし

ましても、救済措置と減免措置はしっかり

法律に基づくもの、あるいは町独自のもの

を持ってやっているわけでありますけど

も、これ以上、例えば、独自のものをやる

ということになると、先ほど言いましたよ

うに、国からの財政措置のない市町村独自

の減免措置を考える場合については、やは

り、国民健康保険会計の持続可能な財政運

営を考えなければいけないという思いであ

りますので、それがどの辺がラインとして

いいのかどうかということだろうと思いま

すけれども、ただ、そのラインを引くのも

なかなか、担当のほうに聞きますと難しい

という話も聞いておりますので、いずれに

いたしましても、やるとすると、これが相

当な金額になると思います。多分、４,００

０万円以上のお金が必要になってくるだろ

うと、今のところの概数です。それぐらい

の金額になるというようなことであります

ので、国保会計自体が持続しないというこ

とになると、それこそ大変な問題なります

ので、その辺もあわせて研究をしなければ

いけないと、そのように思っているところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） まだ定かではない

のですけど、国保加入世帯の７割とか、あ

るいは３分の２以上の世帯が、非課税所得

であるという一部の情報もありまして、美

幌町もよくその点では調べてみる必要があ

るのだろうというふうに思います。 

そういう方々が加入してるのが、実は国

保の特徴なので、ぜひ実態把握とあわせ

て、そういう国保会計に対して、国の補助

金がうんと削られているのだという部分

を、やはり、町民にも知らせて、その改善

をしていかないと、役場のお金が相当出て

いく一方だという町長の言い方はわかるの

で、その点についても、ぜひ、わかってて

措置していない政府筋もあるなというふう

に私は推測をいたしますので、両方合わせ

てやっていただければと思います。 

時間もないので、この程度にしたいと思

うのですが、実は、政府は高等教育の無償

化については、非課税世帯については無償

にしようということで、授業料もただ、国

立大学ですけれども。それから入学金もた

だにしようと、標準４人世帯で年収２７０

万円なのだそうです。それから、その３分

の２を面倒見ましょうというのは、年収３

００万円、それから３分の１は、面倒見ま

しょうというのが、年収３８０万円です。

これは、高等教育についてはいいですが、

この考え方が一つの物差しを示すのであれ

ば、本当に生活が大変な人たちに対して同

じ考え方でやったとしたらどうなるか。ど

こにどれだけ手当が必要なのかということ

で、以前、子育て世代の応援ということ

で、学校給食に対して、ぜひ無償と言った

のですが、助成というふうに考えても結構

なのですが、大学になりますと教科書代な

どの就学費や通学費、下宿生の食費、住

居、光熱水費などの生活費に充てるため

に、給付型の奨学金を考えると、随分いい

ことです。 

しかし、大学生に対してやっていて、我

が町の小中学生に対しては給食費の助成を

しないというふうには、だんだんならなく

なってきたというふうに思うのです。 

このラインについて、事前に美幌町では

どうなのかということで、答えをいただい

ていたのですが、全く時間がなくなりまし

たので、要はそういうラインがあって、３

級地の美幌町でもほぼ似たような状況で非

課税になるという状況なので、これもあわ

せて、ぜひ、貧困ラインの方々に対する救

済措置を美幌町として御検討いただきたい

というふうに思うのですが、町長いかがで

しょう。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 先ほどからお答え
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をしていますけれども、どのラインでとい

うのが非常に難しいというようなことで、

高校から大学へ行く時の無償化のお話が出

て、２７０万円これをもってきて、さあど

うだということは、それはなかなか難しい

のかなと思ったりもしているのですけど

も、いずれにしろ、どうするかについて

は、美幌町の場合、例えばこうしたらどう

だというまず仮定をして、その中でどれぐ

らいお金を要するのか、あるいは、どれだ

けの人が救われるのかについては、研究さ

せていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 残り時間がもうほ

とんどなくなりましたので、途中経過も含

めて、ぜひ、一定のデータがそろいました

ら町民の議論ができるように、数字などに

ついても、しかるべく、公表していただけ

ればありがたいということだけ申し上げ

て、最後、ドッグラン整備についてお聞き

したいと思います。 

動物の愛護及び管理に関する法律をあえ

て出すまでもなく、やはり、ペットと人間

との関係が生活に欠かせない存在と、我が

町でもそうなってきているなと思います。 

私は、今住んでいる町民が、美幌町はす

ごくいい町なんだよということを外に向か

って発信する上で、今、たまに傷だなと思

っているのは、ドッグランです。 

今はもうたくさんの人たちが、綱をつけ

て犬を散歩させているのですが、綱から外

して、動物が本来持っている本性に基づい

て走り回るということができたら、美幌町

は田舎だけどたいしたものだと、ペットを

自由に放し飼いすることができる町なのだ

という宣伝ができると思うのです。 

よその町から言わせると、ペット病院が

ある町というのは大したものなのだという

声もあるのです。いざとなったら助けてく

れる病院がちゃんとある。なかなかそこま

ではないのだよということで、さらに花を

添えることになるだろうというふうに思い

ます。 

そこで、いろいろ展開したいのですけ

ど、例えば、大空町の道の駅に併設されて

いたドッグランが非常に人気があって、人

気があるので有料化したとたんにレストラ

ンの収入が激減したので、ただにしたら復

活したということで、犬の力はすごいなと

いうように思うのです。 

それで、ある人たちが思い切って、今ま

で１１万人ぐらいの入り込みで足踏みして

いた、峠の湯のパークゴルフ場が今は使わ

れていないので、ここに、犬が足湯につか

ることができて、飼い主も足湯につかっ

て、ドッグランにしたらお客さんがふえる

のではないのかという一つの案があるので

す。 

担当に聞きましたら、パークゴルフ場の

所有権は美幌町にあるということです。今

は使っていないということもあって、とり

あえず、入り込みをふやすという意味と、

犬も人間も足湯につかれるというようなこ

とも含めて、思い切って検討してみてはい

かがでしょうか。 

これは一つの案ですが、そのほかやは

り、国道４本が入ってきている町というこ

とで、美幌町でおもいっきり犬を走らせよ

うということで、広大な河川敷なんかも活

用して、例えば、航空公園の跡地なども含

めてやってみると、決して、美幌峠以外に

は何もないのではないという、目玉もつく

れるというふうに思うのですが、検討経過

についてぜひというお話を質問の最初にし

ているのですが、ここは、犬を飼っていな

い町長ではなくて、犬を飼っている副町長

からお言葉を賜ればありがたいと、いかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（平井雄二君） 犬の愛好家とい

うことでご指名でありますけれども、私も

従前からドッグランというのは非常にほし
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いなというのは個人的には思っていたとこ

ろなのですが、やはり管理面ですとか、設

置場所によっては、午前中ですか、河川敷

地、せせらぎ公園という提案といいます

か、要望もありましたけれども、やはり河

川には河川なりの問題もあるということ

で、できるだけこういう問題のないところ

に設置することが、多分１番いいのだろう

なと思います。 

今、大江議員から峠の湯の空きスペース

といいますか、空き敷地の提案もありまし

たので、今、峠の湯の入り込みで非常に苦

戦をしていると、新たな指定管理者も決ま

ったというところでは、なんとか入り込み

もふえればこれから先の見通しも明るいの

かなと思いますけども、そういったこと

も、提案として受けとめさせていただき、

ただ、いろいろ管理面だとか、衛生面だと

か、いろんな面でだれが本当に管理するの

か、指定管理にそれを任せられるかという

問題もありますし、そこで費用がかかる

と、またなかなか指定管理も大変だなとい

うことでは、どうやって一つ一つの課題を

クリアしていくのかというのは、やはり検

討する値はあるのかなと思いますので、研

究させていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時４５分といたします。 

午後 ２時３０分 休憩 

―――――――――――――――――― 

午後 ２時４５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 さき

に通告したとおり、農業振興について２

点、それから、町有財産管理について１点

の質問をさせていただきます。 

農業振興について。 

ＧＡＰ認証取得の考え方について。 

ＧＡＰ認証取得の考え方について、２０

２０年東京五輪、パラリンピックが近づ

き、選手村などに提供する食材の調達基準

となったＧＡＰ（農業生産工程管理）認証

取得の動きが活発化しています。 

政府は、２０１７年にＧＡＰ推進を閣議

決定し、農水省の関連事業を拡充、都道府

県も相次いで独自のＧＡＰを始めています

が、将来的には国際水準に向けて、統一の

方向が示されています。 

ＪＡグループも推進体制を組んで連携

し、ＧＡＰ認証を取引条件とする加工、流

通企業もふえ、認証取得を後押ししていま

す。 

こうした中、美幌町のＧＡＰ認証取得の

考え方を伺います。 

２番目に、移譲の登録制度の考え方につ

いて。 

ＪＡびほろの組合員意向調査（平成３０

年度～３４年度）の調査結果によります

と、後継者がいると答えた経営者が２

９％、いないと答えた経営者が４４％でし

た。将来において、美幌町農業にとって大

変心配な点が露呈され、１０年以内に離農

を希望している経営者と、継承希望者との

マッチングが必要と考えます。 

昭和２３年農協発足時１,３５０戸あった

農家戸数が現在３５０戸と大きく減少して

います。これ以上の減少をとめるために

も、新規就農対策が大きな課題になってき

ます。 

そこで、移譲希望者は事前に登録する制

度が必要と思われます。離農予定年、資産

売買希望額、売買面積などを登録すること

により、早い時期から経営継承希望者を確

保できるメリットがあり、農業委員が忙し

く走り回ることもなくなると思われます。 

農業振興のためにも移譲登録制度の考え

方を伺います。 

町有財産管理について。 

施設の解体を含めた計画について。 
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美幌町空家等対策協議会の設置について

予定されていますが、町有財産の中にも、

現在使われていない施設、将来も使われる

見込みのない施設や土地が多くあり、計画

的に売却、解体が求められています。 

町長の考えを伺います。 

以上の点、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 橋本議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

農業振興について。 

ＧＡＰ認証取得の考え方についてでござ

いますが、ＧＡＰは、食品安全、環境保

全、労働安全に関する法令や規範などを遵

守し、これらの事項の実施、記録、点検、

評価により、生産工程を管理する取り組み

であり、国際水準ＧＡＰの取り組み及び資

格取得は、輸出拡大や農業人材の育成な

ど、我が国の農業競争力の強化を図る観点

から、極めて重要となっております。 

こうした中、オホーツク地域におきまし

ては、振興局、普及センター、ＪＡなどに

よって構成されるＧＡＰ導入推進会議が主

体となって、セミナー、現地研修会の開

催、指導員の育成、指導員マニュアルの作

成などの取り組みを進め、地域農業の持続

的な発展を目指しているところでございま

す。 

また、本町においては、美幌高校を含む

２団体、１個人がＧＡＰを取得しており、

さらに１生産団体が取得に向けて、取り組

んでいるとお聞きしております。 

町としましては、安心、安全な農作物づ

くり、産地ブランド化の一層の推進に当た

っては、農業におけるすぐれた取り組みの

見える化であるＧＡＰ取得は有意であるこ

とから、普及センター、ＪＡなどの関係機

関と連携を図り、ＧＡＰ認証取得に対し

て、可能な限り支援に努めてまいりたいと

考えているところでございます。 

２点目の移譲の登録制度の考え方につい

てでございます。 

本町のここ５年間の離農農家の状況でご

ざいますが、１年当たり２件から４件で推

移し、その理由のほとんどが後継者不足と

なっているところでございます。 

以前から本町では、農家子弟による新規

就農従事はもとより、農外からも広く農業

経営に意欲のある人材を受け入れ、関係機

関及び団体が連携を密にして、担い手確保

の推進を図ってまいりました。 

現在も、みらい農業センターやＪＡ、農

業委員会には、後継者のいない経営者から

離農の相談を受けることがあり、この情報

をもとに関係機関などとの調整を経て、農

業経営継承方式による新規就農者の研修生

募集を行っているところでございます。 

その反面、離農者の事前の把握が難しい

ため、必ずしも研修生とのマッチングがう

まく進まないこともございます。 

議員の御質問にあります、移譲希望者を

事前に登録する制度は、離農者と新規就農

者をマッチングするために有効な方法と言

えますが、農業経営資産の情報や就農地区

の選択などの取り組みに一層の透明性や公

平性が求められていることから、内容の精

査も必要かと思われます。 

そのため、今後においても、移譲登録制

度が有効な担い手確保や農地流動化となり

得るよう関係機関の意見などをお聞きしな

がら、さらに、研究、検討を進めてまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願

いをいたしたいと思います。 

次に、町有財産管理について。 

施設の解体を含めた計画についてであり

ますが、町有財産のうち、築年数が相当経

過し、現在使用されていない施設は１７棟

となっております。また、土地につきまし

ては、これまでも売り払いを実施しており

ますが、現在、売り払い可能な土地としま

して３敷地が未売却となっております。 

町といたしましては、公共用地としての

利用計画がない土地につきましては、引き
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続き売り払いを進めるとともに、建物につ

いては使用可能な施設と使用できない施設

に区分し、使用できない施設は解体する方

向で計画的に進めていくことを考えてお

り、現在進めております役場庁舎改築にあ

わせ、新たに空き施設がふえることも予測

されることから、早ければ平成３１年度を

目途として計画を策定したいと考えており

ますので、御理解をお願いをいたしたいと

思います。 

以上、答弁をさせていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） きょうの道新の

１面には、ワールドカップサッカーのコロ

ンビアとの２対１の試合結果が１面に載っ

ておりました。農業新聞の一面には、カナ

ダから輸入された小麦、これにＧＭ小麦が

含まれていたということで、日本では認め

られていない品種だったわけで、このこと

について、大変大きく触れられていまし

た。 

近年、食用に対して、日本国民はもとよ

り、海外でも大きな関心が持たれておりま

す。近くでは、中国から輸入された食品

に、農薬が入っていたという問題もござい

ました。また町内におきましても、登録の

ない農薬をニンジンの生産に使ってしま

い、市場まで出てしまったものの回収に何

千万円もかかってしまったという経過がご

ざいます。 

生産者も、それから、加工業者も、この

異物混入とか、農薬の問題は、今非常に頭

を痛めて、混迷を来している、そういう状

況でございます。そうした中で、ＧＡＰ取

得の考え方ということで、ＧＡＰはどうい

う意味かといいますと、簡単に言います

と、Ｇはグッドで、Ａはアグリカルチャ

ー、それから、Ｐはプラクティス、やり方

という意味なのです。上手な農業のやり

方、そういう意味らしいです。 

このＧＡＰなのですが、食品事故などの

問題が多いため、これを農場現場できちん

と未然に防ぐシステムをつくろうというの

が大体の趣旨だと思います。中でもグロー

バルＧＡＰ、ヨーロッパやアメリカ中心に

今できておりますが、これは国境を超えて

食品原料を輸出入する場合、同じような基

準でなければなかなか難しいのです。 

カナダから来る農産物、アメリカから来

る農産物、またヨーロッパの農産物、例え

ば、農薬の使用基準が違っていたり、ま

た、生産工程が全く違っていたりという問

題が多くあったもので、２０年くらい前に

グローバルＧＡＰというものがスタートし

たらしいです。 

その中で、ＪＧＡＰ、ジャパンＧＡＰ、

日本のＧＡＰも１０年ぐらい前ですか、ス

タートいたしまして、グローバルＧＡＰと

ＪＧＡＰ、日本のＧＡＰの考え方とヨーロ

ッパのＧＡＰの考え方はちょっとずれがあ

りまして、大体８０％ぐらいは同じような

内容なのですが、やはり２０％のずれがあ

る。このずれというのは、やはり気候だと

か、それから、土地条件だとか、そういう

ものでずれているということです。 

また、アジアＧＡＰもありますし、中国

には中国のＧＡＰもあるようです。そうし

た中で、政府も強い農業をつくろうという

ことで、まず手始めに、オリンピックで使

う食材について、認証取得のあるものから

利用していこうと、こういう方向性を打ち

出しています。 

しかしながら、そのＧＡＰにつきまし

て、どの程度国民の中に、信頼、中身がわ

かっているのかという問いがございまし

た。これは、農業新聞で農林省が昨年の１

０月、１１月に食品事業者１,０００社を対

象にＧＡＰについて知っているかという問

いでした。 

ＧＡＰについて知っていると答えた事業

者が４０％いました。聞いているが、内容
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についてはわからないというのが３３.

５％、それから、知らなかったというのは

２６.５％ということで、なかなか浸透して

いないというのが現実です。市場について

も、やはり同じような結果も出ている。 

また、ＧＡＰを取得した農産物を優先的

に仕入れているという食品事業者は、今の

ところ大体、全体の５％程度にとどまって

いるということで、ＧＡＰのメリットをき

ちんと浸透させる。そのためにも、国も各

県に交付金を渡したり、地域の実態に即し

た支援内容を今とろうとしております。 

そこで、今、町長からお答えをいただき

ましたが、可能な限り支援に努めてまいり

たいと考えていますということで、方向的

には同じ方向を目指しているのだと、その

ように思っております。 

私は、ＧＡＰというものについて、農業

の原点だと思っております。 

これをきちんとなし遂げなければ、農業

には将来も未来もないと思います。ただ、

先ほど言ったように、まだまだ浸透してい

ない、浸透していないからこそ今やるとき

なのです。これをきちんと美幌町がなし遂

げたら、オホーツク管内でも、北海道で

も、全国的にも農業をリードしていけるよ

うな地域になると、私は思っております。 

そうした中で、このような答えをいただ

いたことについて、本当に喜んでおります

し、方向的には同じ考えだということで、

質問させていただきますが、可能な限り支

援に努めたいということですが、町とし

て、どんな支援ができるのか、お聞きした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁で、

可能な限り支援に努めてまいりたいと考え

ているという答弁をさせていただきまし

た。 

これは内容的には、まず情報の提供で

す。我々が仕入れた情報をしっかり農業者

にお伝えして、そして、情報の共有をまず

図るということだろうと思います。 

その上で、認証を受けたとしても毎年費

用がかかるわけです。そのことをどうする

かについては、まだ結論を出していません

けれども、そういうこともやはり、将来に

わたっては考えていかなければいけないの

ではないかと、そんなふうに思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） 随分先のことま

で考えていらっしゃるのだなと、そんなふ

うに思っておりますが、認定の拡大を図る

には、指導者の育成、また、資格の取得、

国も言っておりますが、こうした人たちを

どういうふうに育成して、それから、資格

を取得させるのか、これが今、ネックにな

っております。この辺に早く手をつけたほ

うがいいのではないかということも、一つ

あると思います。 

町長のおっしゃったように、認定取得の

助成、これも一つあると思います。グロー

バルＧＡＰ、この認定を取得するとした

ら、１００万円単位でかかるのではないで

しょうか。これは、ヨーロッパから第三者

機関が来て、確か１２０ぐらいだったと思

いますが、チェックリストがありまして、

そのチェックリストを通らなければ、グロ

ーバルＧＡＰにはなかなか入れないという

ことです。 

また、ジャパンＧＡＰ、ＪＧＡＰにつき

ましても、二、三十万円、もう少しかかっ

たでしょうか、そんなところだと思います

けど、そのぐらいの費用がかかります。 

先ほど述べましたように、せっかく費用

をかけてとっても、なかなかＧＡＰのもの

だから優先的に取引しようとか、高く買っ

てやろうという業者は、今のところまだま

だ少ないです。少ないからこそやはり、今

伸ばすためにも、行政としては支援をして

いく必要があるのではないか、そんなふう

に思っております。 
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それから問題なのが、情報の共有という

ことで、町長おっしゃいましたが、情報の

共有、当然そうなのですが、情報を発信す

る。例えば、今、美幌にＧＡＰ取得者が３

件いますと、どんな作物をつくっています

よと、それをやはり外に流さなくてはいけ

ないです。これが、今のところは３件です

けども、これから多くなれば、そういう情

報を多くしなければ、食品バイヤーだと

か、市場関係者もなかなか手が出ないで

す。こういうところにも支援の手というの

は必要ではないかと、そんなふうに思って

おります。 

同じような仕組みで、ＦＳＣ森林認証が

ありますが、これは１０年ぐらい前でしょ

うか。これも環境だとか、経済だとか、社

会の側面で一定の基準を設け、適切な森林

経営ができるよう配慮した、持続可能な森

林経営を行うということで、これと同じよ

うな流れなのですけど、これも取得に大変

お金もかかりましたし、また、毎年、更新

費用も発生してということで、ＧＡＰもや

はり同じようなところがあるのです。 

これも、今の美幌農協では、まだ法制化

はされていないのですけど、生産履歴表、

これは実際のものなのですが、作物ごと、

品種ごとに、これを農作物を農協に出荷す

る場合、必ずつけて渡さなければならない

ものになっているのです。 

生産履歴表というもので、トレーサビリ

ティーということで、この中には、どんな

栽培方法をしているのか、畝幅だとか１０

アール当たりの栽培密度はどのくらいなの

か、苗は全量購入したのか、それから、自

家種を使ったのか、播種量は一体どれくら

いなのか、それから、肥料はどんな肥料を

使ったのか、それから、栽培の方法、加温

ハウスでやったのか、または加温のないハ

ウスでやったのか、それから、トンネルを

使ったのか、露地なのかと事細かく出す仕

組みになっているのです。 

本当でしたら、これで大体ＧＡＰと同じ

ようなものを果たせるわけなのですけど、

これには第三者機関というのが入っていな

いのです。やはり、信用がまだ足りないと

いう話なのです。 

せっかくここまでは来ていますから、こ

れに環境とか、労働管理、そういうものを

プラスすると、ＧＡＰに近いような形にな

るのではないかなと思います。美幌の農家

は、優秀な農業者が多いですから、割と取

得にはそんなに問題はないのではないか

と、そんなふうに思っております。 

それからなのですが、このＧＡＰ取得者

のこれからのことなのですが、このＧＡＰ

取得者、これは、２０１８年から２０２２

年までの、農協の振興計画なのですが、そ

の中で、アンケートを実施しておりまし

て、ＧＡＰについて認定を目指しています

かというところで、実際に、既に取得して

いるというのが１％、さっきの三者ではな

いかと思うのですけど１％ありまして、そ

れから、取得を検討してるという農家が２

０％、いいえと答えた方が７９％です。実

を言うと、農家も余り乗り気な話ではない

のです。だけど、取る気になれば、取れる

という状況なのです。 

そこでやはり、行政の一押しが必要なの

ではないか、というのが今の状況ではない

かと思っております。森林認証と同じよう

な形で、役所も農業に対して、このＧＡＰ

取得に対して、傾注していけるようなこと

にならないのか、もっともっと農家に対し

て、ＧＡＰに対して、きちんと役所自体が

農家に指導するようなことにならないの

か、そのように望んでおりますが、部長ど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまのＧ

ＡＰの指導の関係でございますが、議員お

っしゃるとおり、ＧＡＰの関係、日々の農

作業、生産活動のほうで、非常に生産者の

方に負担を強いるというか、負担をしてい

ただく部分がかなり多いと認識しておりま
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す。 

そのため、冒頭１回目の答弁でも申し上

げましたように、まず、普及センター、Ｊ

Ａ、農業者が主体となって、今、協議会を

つくって、情報の共有だとか、普及啓発に

努めておりますので、町もその中で、一緒

にどういったことができるのかということ

を考えながら取り進めていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） この振興計画の

中で、ＧＡＰの導入について、あまり農協

でも力が入っていないのか、あまり出てい

ないのですけど、少し入っております。 

農家所得の向上、農産物の優位販売とい

うことで、ＧＡＰの導入というのは出てお

ります。本当でしたら、もう少し力を入れ

て欲しかったなと、そんなふうに思ってい

るのですが、農家にしてみれば、今、農協

の売り上げが大体１２０億円くらいで、畜

産を除けば大体９０億円、その中で、タマ

ネギ、ニンジン、アスパラ、野菜と言われ

るような、食用イモを除いて、それを除く

と大体３０億円弱ぐらいです。面積にする

と、全体面積の１５％ぐらいですから、１

５％で３０億円を稼いでいるのです。 

ですから、これから進む方向としては、

面積の無駄な拡大よりも、高収益作物をつ

くる方向に向かっているということです。

そのためには、やはりＧＡＰという裏づけ

がこれからどんどん必要になっていくと、

そういうことがあると思います。 

ということで、ＧＡＰについては、町も

乗り気になって、これからどんどん農家を

説得しながら進めていくということで、そ

ういうことで、ＧＡＰについては終わらせ

ていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ＧＡＰについて

は、今お話されたように、グローバルＧＡ

ＰからジャパンＧＡＰから、美幌高校の生

徒が取ったアジアＧＡＰまであるわけであ

りますけれども、いずれにしろ、国は、農

業を成長産業としてしっかりと捉えて、こ

れから外に向かって売り出すというふうな

ことも言われておりますので、多分、国の

ほうの今後のいろんな支援策もこの後いろ

いろ出てくると思いますが、いずれにいた

しましても、片方で森林認証のほうも、実

は町でもお金を出したりしておりますの

で、これはどこまでできるかは、今後、Ｊ

Ａとか、そういったところと協議をしなけ

ればいけませんけれども、いずれにいたし

ましても、こうしたことに乗りおくれるこ

とがないように、しっかりとした取り組み

を、今後もしてまいりたいと、そのように

思っていますので、御理解のほどよろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） そうなのです。

今がチャンスなのです。乗りおくれたら、

せっかくお金を使っても大した効果がない

のです。乗りおくれないで、このＧＡＰに

ついては、行政も腰を据えて、早いうちか

らスタートしていただきたいなと、正直言

って、国のＧＡＰに対しての中身がまだ見

えてこないというのも実際あるのですけ

ど、わかる範囲で進めていっていただきた

いというふうに思っております。 

それから続いてですが、質問の２番目、

移譲の登録制度の考え方ということで、こ

ういう形で農業はこれから進んでいくので

はないかと思っているのですが、やはり農

家にもいつかは定年が来ます。後継者がい

るところは、後継者に譲るという方法もご

ざいますが、後継者がいないところは譲る

相手がいない、経営を継承してくれる人が

いるならば、そういう人に頼らなければな

らないというのもございます。 

そこで、移譲の登録制度の考え方につい

て、農業委員会の会長にお聞きいたします

が、こうした移譲の登録制度について、農
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業委員会の中で議論した経過はあるかどう

かお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 農業委員会会長。 

○農業委員会会長（鈴木幸往君） 橋本議

員の質問でございますけども、離農の時期

などにつきましては、農業委員会が農業者

に確認などを行いますと、離農を促すよう

な誤解を生ずることもありますので、この

ような制度を今まで検討したことはござい

ません。そういうことでよろしくお願いを

いたします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） 農業委員会の会

長のおっしゃることもよくわかります。 

いつ出ていくのだと、いつ農家をやめる

のだと言っているようなものですから、な

かなか言いにくいというのは、当然あると

思います。 

もう１回、会長に質問します。 

こういう制度があったとして、農業委員

会は非常に便利な制度ということで、使っ

ていけたらいいなと思いますか。これは個

人的な話ですけれど、話し合っていないと

いうことですから、委員会の代表者として

ではなく、個人的にどう思うかということ

について、お尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 農業委員会会長。 

○農業委員会会長（鈴木幸往君） 橋本議

員の質問でございますけれども、こういう

制度について、話したことはないのですけ

ども、これからの時代、経営継承とか、新

規就農とか、そういうことがございますの

で、そういう制度もあったほうがいいので

はないかと思いますけれども、先ほど言っ

たように、全体的なことをとりますと、や

はり、いつ離農するのだとか、そういうこ

ともございますので、うちとしてはやりづ

らいかなという気もしていますので、そう

いう制度につきましては、新規就農だと

か、そういうことは、あるとしたら良いと

いうか、いいのではないかと私個人として

は思ってますけれども、先ほど言いました

が、全体的にはいろいろ問題があるかと、

そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） 今の農業委員会

ではという意味ではなく、個人的な見解で

そう思っていらっしゃるということです

が、私としても、これは便利なシステムで

はないかと思うのです。農場を売り渡した

り、貸したりする人間と、それを借り受け

る人間。借り受ける側としたら、情報が早

ければいいのです。そういう意味で、先が

見えるような農業になってくると思うので

す。経済部もみらい農業センターを使用し

て、農業者を育てようとしております。 

また、近くの農家に買ってもらうのが１

番いいのです。そういう近くの農家も、大

体いつごろ離農するのだということがわか

れば、きちんとした経営、例えば、経営の

中でトラクターを今入れようかとか、将来

的に入れようかとしたとき、そういうもの

がきちんとわかっていたら、将来的にこれ

は今入れたほうがいいなとか、まだまだ我

慢すべきだなとか、いろんな判断がつくと

思うのです。 

これは、なかなか全国的に見てもやって

いるところは少ないのではないかと思うの

ですけど、実際にやっている農業委員会

が、お疲れ様登録銀行制度という、これ

は、浜頓別町の事例を見させていただいた

のですけど、浜頓別町でもやはり離農する

人が多くて、あそこは酪農だけですけど、

そこをそっくり誰かに移譲しなければ、浜

頓別町ではもう周りの農家が吸収し切れな

い。そんな状況もあるわけです。 

美幌の農家は、アンケートを見てみます

と、まだまだ土地を広げたいという人もい

ますので、まだまだ需要はあるとは思いま

すが、思うにしても、買い手としては、そ

ういう物件がいつ出るのだとか、そういう

情報がわかれば、随分、農業経営には役立
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つものではないかと思いますし、経済部が

今進めている、農業者を育てることについ

ても、これは十分プラスになるのではない

かと思っております。 

経済部長、お考えはございませんか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 議員がおっし

ゃるよその事例について、確かに、私ども

が新規就農を募集しております北海道農業

担い手育成センター、こちらでも、やはり

経営継承事業ということで、農地を売り渡

したい、そういった希望の農家さんをホー

ムページ上でアップされている状況にあり

ます。こちらのほうにつきましても、移譲

の時期、こちらが非常に問題の部分だと思

いますけども、５年以内ということで、非

常にアバウトな状況にもあります。 

また、現実にみらい農業センター等に現

役の農家さんから、将来後継者がいなくて

譲り渡したい、経営継承方式でやりたいと

いうようなお話もあります。その中で、そ

ういったお話がありましたら、まずは地

域、農業委員会だとか、ＪＡだとか、地域

と協議した中で進めて、その話が内諾を得

られれば、募集という運びになっておりま

す。 

基本的に、議員のおっしゃる登録制度

は、非常に有意な部分でもありますけど

も、いかんせん課題もまだまだあろうかと

思っておりますので、その辺の制度設計等

を精査をした中で、調査、研究していきた

いと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） 経済部として

は、そのぐらいのことしか言えないのでは

ないかと、そんなふうに思いますけど、こ

れはやはり、私はどう考えてみても、やめ

る農家と続けていける農家、美幌の農業を

衰退させないためにも、そうしたものが必

要な時期というのは必ず来るし、早ければ

早いほど、私はいいと確信しております。 

もし、だめな部分があるとするならば、

それをどうやって取り除くか、それが問題

になっていくと思います。やっているとこ

ろも実際ありますし、効果も上がっている

ところもある。やりにくいのは十分承知し

ています。しかし、そういう時代のため

に、これからのために、きちんと前もっ

て、そうした仕組みをつくり上げていただ

きたいと、そんなふうに思っております。 

農業振興については、こう言ったところ

で終了させていただきます。 

質問の２番目に入ります。 

町有財産管理について。 

施設の解体を含めた計画についてという

ことで、先ほど、吉住議員も同じような内

容で質問していたのを聞かせていただいて

おります。 

その中で、解体の面積が２,６７８平方メ

ートルということで、先ほど総務部長が答

弁をしておりました。そうした施設の中身

について、１７施設となっておりますが、

私が思っていたのは、もっともっとあるの

ではないかと思っていました。面積的に

は、２,６７８平米の内容は、大体どのよう

な施設が対象になっているのかということ

です。私の中では、保健所があったり、旧

給食センター、学校の校舎があったり、町

住があったり、教員の住宅があったり、ユ

ースがあったり、保育所があったりと、私

の認識と違うところが結構あるのではない

かと思うのですけど、どんなところが、そ

うした廃棄されるような施設になっている

のか、内容を具体的にお示しいただきたい

と、そんなふうに思います。 

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。 

○契約財産主幹(大場正規君） 今の橋本議

員のお尋ねの総面積についての内訳でござ

いますが、全く使用されていない建物とい

うことで、１番大きなもので言いますと、

例えば、旧美幌ユースホステル、それにつ

きましては８９２平米、そのほか、農村地
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区にございました旧小学校、それに伴いま

す教員住宅です。その関係がかなり多くあ

ります。 

あと、旧美英福祉寮、美禽にあります旧

食肉センターなどということになりますの

で、例えば、旧美幌中学校で言いますと、

普通財産として、用途廃止しているのでご

ざいますが、現在、書庫だとか、倉庫に使

用しておりますので、午前中に吉住議員に

お答えしている、面積につきましては、全

く使用されていない建物の面積として捉え

ていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） はい、わかりま

した。私が思っていた面積とは相当な乖離

があるので、内容がどうなのかなというこ

とがわからなかったものですから、聞かせ

ていただきました。 

これなら、例えば、１平米当たり１万円

の解体料だとすれば、２,６７８万円なので

す。これは恐らく、コンクリートでできて

るのか、木でできてるのか、中にアスベス

トを使っているのか、こういったことは全

く別として、簡単に考えるとそのぐらいの

ことなのです。２,６７８平米なら、先ほ

ど、吉住議員が速やかにやりなさいという

結果が出ておりますが、そういう読みでよ

ろしいですか、総務部長。 

大した額ではないのだから、すぐやりな

さいという話なのですが。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 仮に、平米１

万円として２,６７８万円が、大した額かど

うであるかは難しいところがあろうかとい

うふうに思いますけども、いずれにして

も、１回目の答弁の中でさせていただいて

おります庁舎改築に向けて、今、ほかにも

現関係団体が入っている古い施設、老朽化

施設に入っていただいているところもござ

います。これは、庁舎改築にあわせて、で

きれば集約をしたいというふうに考えてい

まして、その計画も、今、協議をしている

段階でございますけれども、これらの中で

も、老朽化した施設で使わなくなる施設が

出てくるのだろうというふうに考えており

ます。そういった中でいけば、どういった

順序で解体をしていくのか、あるいは、そ

の解体後の空き地の利用についても、計画

として定めていかなければいけないという

ふうに考えておりますので、それらが整理

をできた段階で、順次、その計画に基づい

て解体を進めたいというふうに考えている

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） そうなのです。

２,６７８万円が高いものか、安いものかと

いう話なのですが、私といたしましては、

この数字の３倍ぐらいを大体見込んでいま

した。 

今は、財政的に大変な時期ですので、高

額になるならある程度基金を利用するな

り、これは一般会計から出すしか方法はな

いのですよね。それか、長い年月をかけて

解体していくという方法しかないので、も

し高額になれば、基金を積み増ししていく

という方法も考えなければならないし、今

の２,６７８万円程度なら、そんなにかから

ないでやれるのではないかなと、そんなふ

うに思っております。 

将来的に見て、廃棄しなければならない

施設、建物というのは、これからどの程度

ふえるような見通しを立てているのか、協

議していましたら、お答えいただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 具体的にこの

ぐらいの棟数で、面積がこのぐらいという

ことは協議をしておりませんけども、公共

施設全体として老朽化している施設が多く

なってきているというところからいけば、

その中で、公共施設の総合管理計画にもあ

りますように、建てかえを検討しなければ
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いけない施設、あるいは、もう行政財産と

して役目を終える施設、これらをきちんと

区分しながら、その区分されたものについ

て、解体をするのか、他用途に使うのか含

めて、１回全ての施設を整理しなければい

けないだろうというふうに考えております

ので、その段階で解体をすべき施設という

のがおおむね明らかになるだろうというふ

うに考えております。 

そのときは、またこういった形で計画を

立てるということでお示しをさせていただ

きたいというふうに考えております。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） そうですか。そ

のように思っていらっしゃるということで

理解しました。 

ただ、これから出てくるような数字とい

うのは、とても怖い数字になるのではない

かと思っております。そういう意味で、き

ちんと財源の確保をして、やはり費用の平

準化を当然図っていかなくてはいけない。 

だから、今からきちんと腰を据えて、将

来にわたって、解体しなければならないも

のはきちんと上げて、やっていかなくては

いけないと、そういう目的で今回上げさせ

ていただいたのです。 

１万円と考えたら二千何百万円ですか

ら、一般質問まですることはなかったか

と、そんなふうに思っております。 

ということで、１１番これで全て終了さ

せていただきます。 

○議長（大原 昇君） これで、１１番橋

本博之さんの一般質問を終わります。 

以上で、一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。 

御苦労様でした。 

 

午後 ２時３５分 散会   
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